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■調査の概要 

１ 調査の目的 

 荒尾市では、1995（平成 7）年に施行した「荒尾市部落差別をなくす等人権を 

守る条例」の趣旨を踏まえ、2005（平成 17）年に策定した「人権教育のための荒

尾市行動計画」に基づき、人権が尊重されるまちづくりを目指して人権教育・啓

発事業に取り組んでいます。 

このたび、市民の皆さまの人権に関する考え方などをお伺いし、今後の人権問

題の解決を図るための基礎資料を得ることを目的としています。 

 

 

２ 調査の設計 

１）調査対象及び対象者の抽出方法 

  荒尾市の住民基本台帳より無作為に選ばせていただいた、20 歳以上 80 歳未満の男女

2,000人の方を対象としています。 

 

２）調査方法 

  郵送による配布及び回収(一部インターネットからの回答あり) 

 

３）回答状況 

配布数 回答数（全体） 回答数（郵送） 回答数（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ） 回答率 

２，０００ ７１３ ６８２ ３１ ３５．７％ 

 

４）調査期間 

 2019（令和元）年１１月２５日（月）～１２月１３日（金） 

 

５）調査機関 

  調査・分析 荒尾市総務部 人権啓発推進室 

 

 

３ 報告書の見方 

１）単数回答の集計については、設問ごとに無回答の項目を設けて、これを含めた全体の

基数（標本数）を 100.0％としています。回答数は小数点以下第 2位を四捨五入している

ため、数表、図表に示す回答率の合計は必ずしも 100.0％にならない場合があります。 

 

２）複数回答を求めた設問では、項目別に、基数（標本数）に対するその項目を選んだ回

答者の割合を示しており、合計が 100.0％を超える場合があります。 
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４ 回答者の概要（属性） 

ア）性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別 人

1 女性 390

2 男性 304

3 そのほか 2

無回答 17

有効回収数 713

女性, 54.7%

男性, 42.6%

そのほか, 0.3%
無回答, 2.4%
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イ）年齢 

 
 

 

 

 

 

 

 

年齢 人

1 20～29歳 40

2 30～39歳 59

3 40～49歳 102

4 50～59歳 106

5 60～69歳 188

6 70～79歳 200

無回答 18

有効回収数 713

20～29歳, 5.6%
30～39歳, 8.3%

40～49歳, 14.3%

50～59歳, 14.9%

60～69歳, 26.4%

70～79歳, 28.1%

無回答, 2.5%
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ウ）お住まいの地区（地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

住まい 人

1 荒尾地区（旧一小校区） 115

2 万田地区（旧二小校区） 76

3 万田中央地区（旧三小校区） 21

4 井手川地区（旧四小校区） 23

5 中央地区（旧中央小校区） 120

6 緑ケ丘地区（旧緑ケ丘小校区） 70

7 平井地区（旧平井小校区） 41

8 府本地区（旧府本小校区） 30

9 八幡地区（旧八幡小校区） 77

10 有明地区（旧有明小校区） 47

11 清里地区（旧清里小校区） 37

12 桜山地区（旧桜山小校区） 39

無回答 17

有効回収数 713

16.1%

10.7%

2.9% 3.2%

16.8%

9.8%

5.8%

4.2%

10.8%

6.6%

5.2% 5.5%

2.4%

0.0%

6.0%

12.0%

18.0%

荒
尾
地
区

万
田
地
区

万
田
中
央
地
区

井
手
川
地
区

中
央
地
区

緑
ケ
丘
地
区

平
井
地
区

府
本
地
区

八
幡
地
区

有
明
地
区

清
里
地
区

桜
山
地
区

無
回
答
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エ）職業 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業 人

1 自営業・経営者（農林水産業、個人事業主と家族従業員、会社経営者等） 67

2 会社員・各種団体職員（商店、医療機関、理美容室等含む） 179

3 非正規の会社員・従業員（パート、アルバイト、派遣、内職含む） 100

4 公務員・教職員（臨時、非常勤、嘱託職員等含む） 36

5 家事従事者・無職 279

6 学生 4

7 その他 35

無回答 13

有効回収数 713

自営業・経営者, 

9.4%

会社員・各種団

体職員, 25.1%

非正規の会社員・

従業員, 14.0%

公務員・教職員, 

5.0%

家事従事者・無

職, 39.1%

学生, 0.6%

その他, 4.9% 無回答, 1.8%
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二 調査結果と分析 

１ 人権全般について 

問１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人は「生まれや職業によって差別してはならない」と憲法にも定められてい

ますが、あなたは世間一般でこのことが守られていると思いますか
人

1 完全に守られている 46

2 かなり守られている 324

3 あまり守られていない 229

4 全く守られていない 30

5 わからない 78

無回答 6

有効回収数 713

完全に守られて

いる, 6.5%

かなり守られて

いる, 45.4%

あまり守られて

いない, 32.1%

全く守られてい

ない, 4.2%

わからない, 

10.9%

無回答, 0.8%

【分析】 

 課題は「守られていない」と回答した人の割合が、36.3％（「あまり守られていない」

32.1％、「全く守られていない」4.2％）である。 

 

【考察】 

 「荒尾市部落差別をなくす等人権を守る条例」が施行されて 25 年、「人権教育のた

めの荒尾市行動計画」が施行され 15 年が経過してきたが、荒尾市民の約 3 人に 1 人が

人権を守られていないと思っていることを重く受け止めなければならない。 
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問２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたは成人以降、あなたや周りの方（家族や友人等）で、人権が侵害され

たと思ったことがありますか
人

1 ある 193

2 ない 508

無回答 12

有効回収数 713

ある, 27.1%

ない, 71.2%

無回答, 1.7%

【分析】 

 課題は「ある」と回答した人の割合が 27.1％である。市民の約 4人に 1人が人権侵

害があると思っていることである。 

 

【考察】 

 約 4人に 1人が実体験として、身近なところで様々な人権侵害が起こっていると感

じていることである。問 1同様に重く受け止めなければならない。 
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問３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「問２」で、「ある」と答えた方にお尋ねします。それは、どのような場合

か、差し支えなければ次の中から、選んでください
人

1 あらぬ噂や悪口、かげ口などで名誉や信用が傷つけられた 121

2 人種・信条・性別・社会的身分等により、不公平な取り扱いをされた 53

3 プライバシーの侵害 61

4 学校、職場、地域などでのいじめやなかまはずれ 77

5 家庭での暴力や虐待 17

6 セクシャル・ハラスメント（性的いやがらせ） 12

7 ストーカー行為 10

8 公務員に不当な扱いを受けた 32

9 社会福祉施設等で不当な扱いを受けた 14

10 その他 16

有効回収数 193

62.7%

27.5%

31.6%

39.9%

8.8%

6.2%

5.2%

16.6%

7.3%

8.3%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

あらぬ噂や悪口、かげ口などで…

人種・信条・性別・社会的身分等によ…

プライバシーの侵害

学校、職場、地域などでの…

家庭での暴力や虐待

セクシャル・ハラスメント（性的いや…

ストーカー行為

公務員に不当な扱いを受けた

社会福祉施設等で不当な扱いを受けた

その他

【分析】 

課題は学校や職場や地域で差別事象が多岐にわたって発生しており、特に人権意識を

求められる公的な立場にある人からの不当な扱いを受けていることである。 

 

【考察】 

 学校教育では人権同和教育が行われてきたが、社会に出てからの社会教育については

それぞれの取組みに差が生じているように考えられ、学校教育と社会教育の円滑なつな

ぎが大切と考えられる。今後は、職場や地域での研修が必要であると考えられる。 
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問４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「問２」で、「ある」と答えた方はどのように対応しましたか。また、「な

い」と答えた方は、今後、自分の人権が侵害された場合、どのように対応し

ますか

人

1 自分で直接抗議した（または抗議する） 195

2 家族、親戚に相談した（または相談する） 283

3 友人、同僚、上司に相談した（または相談する） 192

4 市などの行政の各種相談窓口に相談した（または相談する） 159

5 法務局、人権擁護委員に相談した（または相談する） 58

6 警察に相談した（または相談する） 82

7 弁護士に相談した（または相談する） 59

8 民間の相談機関や人権団体に相談した（または相談する） 70

9 何もしなかった（またはしない） 104

10 その他 25

有効回収数 713

27.3%

39.7%

26.9%

22.3%

8.1%

11.5%

8.3%

9.8%

14.6%

3.5%

0.0% 15.0% 30.0% 45.0%

自分で直接抗議した（または抗議する）

家族、親戚に相談した（または相談す…

友人、同僚、上司に相談した（または…

市などの行政の各種相談窓口に相談し…

法務局、人権擁護委員に相談した（ま…

警察に相談した（または相談する）

弁護士に相談した（または相談する）

民間の相談機関や人権団体に相談した…

何もしなかった（またはしない）

その他

【分析】 

 課題は「何もしなかった（またはしない）」と回答した割合が 14.6%である。 

 

【考察】 

 相談・救済機関の周知に取り組むと共に、相談しやすい環境づくりに努める必要があ

る。 
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問５ 

 

 

【年代別】 

 

 

 

２０１６（平成２８）年に、「部落差別解消推進法」「障害者差別解消法」

「ヘイトスピーチ解消法」の３つの人権に関する法律が施行されました。あ

なたは、このことについて知っていますか

人

1 「部落差別解消推進法」ができたことを知っている 263

2 「障害者差別解消法」ができたことを知っている 221

3 「ヘイトスピーチ解消法」ができたことを知っている 215

4 人権に関する法律ができたことを知らない 336

有効回収数 713

20代 30代 40代 50代 60代 70代 無回答

「部落差別解消推進法」ができ

たことを知っている
8 16 21 41 72 99 6

「障害者差別解消法」ができた

ことを知っている
4 11 20 40 67 74 5

「ヘイトスピーチ解消法」がで

きたことを知っている
6 13 39 37 54 56 10

人権に関する法律ができたこと

を知らない
28 37 55 51 91 68 6

年　　　　　齢

36.9%

31.0%

30.2%

47.1%

0.0% 25.0% 50.0%

「部落差別解消推進法」ができたことを

知っている

「障害者差別解消法」ができたことを知っ

ている

「ヘイトスピーチ解消法」ができたことを

知っている

人権に関する法律ができたことを知らない
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【職業との比較】 

 

20.0%

10.0%

15.0%

70.0%

27.1%

18.6%

22.0%

62.7%

20.6%

19.6%

38.2%

53.9%

38.7%

37.7%

34.9%

48.1%

38.3%

35.6%

28.7%

48.4%

49.5%

37.0%

28.0%

34.0%

33.3%

27.8%

55.6%

33.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

「部落差別解消推進法」ができたことを知っ

ている

「障害者差別解消法」ができたことを知って

いる

「ヘイトスピーチ解消法」ができたことを知っ

ている

人権に関する法律ができたことを知らない

20代 30代 40代 50代 60代 70代 無回答

公務員・教職員

（n=36）

公務員・教職員

以外の職業

(n=664)

「部落差別解消推進法」ができ

たことを知っている
23 233

「障害者差別解消法」ができた

ことを知っている
19 197

「ヘイトスピーチ解消法」がで

きたことを知っている
21 186

人権に関する法律ができたこと

を知らない
12 321
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63.9%

52.8%

58.3%

33.3%

35.1%

29.7%

28.0%

48.3%

0.0% 35.0% 70.0%

「部落差別解消推進法」ができたことを知っ

ている

「障害者差別解消法」ができたことを知って

いる

「ヘイトスピーチ解消法」ができたことを知っ

ている

人権に関する法律ができたことを知らない

公務員・教職員 公務員・教職員以外の職業

【分析】 

 課題はいわゆる人権三法を「知らない」と回答した人が 47.1％いて、20代では 70.0％

もいたことである。また、人権にかかわりの深い公務員・教職員の 33.3％もの人が知ら

ないことである。 

 

【考察】 

 「同和対策審議会答申」のもと差別をなくすための措置（事業・教育・啓発）が行わ

れてきたが、法制定後に法の周知が不十分だったため「ねたみ差別」「寝た子は起こす

な」などの差別事象が発生した。よって法の周知はとりわけ重要である。学校教育から

社会教育まで継続的に、あらゆる機会を通して周知と内容の学習を進める必要がある。 
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問６ 

 

 

【年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒尾市では、１９９５(平成７)年に、「荒尾市部落差別をなくす等人権を守る

条例」を施行していますが、あなたは、このことについて知っていますか
人

1 内容を含め知っている 62

2 条例名だけ知っている 238

3 知らない 398

無回答 15

有効回収数 713

20代 30代 40代 50代 60代 70代 無回答

内容を含め知っている 0 2 5 7 17 29 2

条例名だけ知っている 8 11 20 36 72 87 4

知らない 32 46 77 61 96 75 11

無回答 0 0 0 2 3 9 1

年　　　　　齢

内容を含め知っている, 8.7%

条例名だけ知っ

ている, 33.4%
知らない, 55.8%

無回答, 2.1%
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3.4%

4.9%

6.6%

9.0%

14.5%

11.1%

20.0%

18.6%

19.6%

34.0%

38.3%

43.5%

22.2%

80.0%

78.0%

75.5%

57.5%

51.1%

37.5%

61.1%

1.9%

1.6%

4.5%

5.6%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

20代

30代

40代

50代

60代

70代

無回答

内容を含め知っている 条例名だけ知っている 知らない 無回答

【分析】 

 課題は本条例を「知らない」と回答している人が 55.8％もいて、さらに 20代で 80.0％

にものぼっていることである。 

 

【考察】 

 本条例が施行されて 25 年が経過している。問 5 のいわゆる人権三法と同じくあらゆ

る機会を通して周知と内容の学習を進める必要がある。 
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問７ 

 

 

 

 

 

 

 

日本における人権課題について、あなたの関心があるものはどれですか 人

1 女性の人権 289

2 子どもの人権 320

3 高齢者の人権 268

4 障がい者の人権 346

5 部落差別による人権侵害 182

6 外国人の人権 128

7 水俣病をめぐる人権 145

8 ハンセン病回復者等の人権 134

9 ＨＩＶ感染症・難病等をめぐる人権 130

10 犯罪被害者等の人権 173

11 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害 236

12 インターネットによる人権侵害 313

13 ＬＧＢＴなどの性的少数者に関する人権問題 150

14 その他 12

15 特にない 64

有効回収数 713

40.5%

44.9%

37.6%

48.5%

25.5%

18.0%

20.3%

18.8%

18.2%

24.3%

33.1%

43.9%

21.0%

1.7%

9.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

女性の人権

子どもの人権

高齢者の人権

障がい者の人権

部落差別による人権侵害

外国人の人権

水俣病をめぐる人権

ハンセン病回復者等の人権

ＨＩＶ感染症・難病等をめぐる人権

犯罪被害者等の人権

拉致問題その他北朝鮮当局による人権…

インターネットによる人権侵害

ＬＧＢＴなどの性的少数者に関する人…

その他

特にない

【分析】 

 メディアを通して情報発信しているものは比較的関心が高い傾向にある。 

 

【考察】 

 それぞれの人権侵害、差別の現実を人権課題として市民に届ける必要がある。 
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２ 女性の人権について 

問８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたは、女性に関して、どのような人権問題が起きていると思いますか 人

1
男女の固定的な役割分担意識（男は仕事、女は家庭という考え等）に基づく

差別的取扱い
307

2
職場における差別待遇（女性が管理職になりにくい、マタニティ・ハラスメ

ント等）
415

3 セクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ） 312

4 ドメスティック・バイオレンス（配偶者やパートナーからの暴力） 252

5 売春・買春 116

6
「婦人」、「未亡人」、「家内」などのように女性に用いられる言葉が使わ

れること
80

7 その他 19

8 わからない 74

有効回収数 713

43.1%

58.2%

43.8%

35.3%

16.3%

11.2%

2.7%

10.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

男女の固定的な役割分担意識（男は仕…

職場における差別待遇（女性が管理職…

セクシュアル・ハラスメント（性的い…

ドメスティック・バイオレンス（配偶…

売春・買春

「婦人」、「未亡人」、「家内」など…

その他

わからない

【分析】 

 課題は「職場における差別待遇（女性が管理職になりにくい、マタニティ・ハラスメ

ント等）」と回答した人の割合が 58.2％でる。 

 

【考察】 

 身近な社会において差別待遇が行われていることが考えられる。働き方改革に沿って

女性の人権が守られ、さらに管理職登用等の制度的改革を含めた啓発が必要である。 
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３ 子どもの人権について 

問９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたは、子どもに関して、どのような人権問題が起きていると思いますか 人

1 いじめが起きていること 582

2 体罰を受けること 299

3 虐待を受けること 476

4 貧困のため食事ができない子どもがいること 297

5 いじめ、体罰や虐待を見て見ぬふりをすること 376

6 進学や就職の際に、大人が子どもの意思を軽視または無視すること 147

7 児童買春・児童ポルノ等の対象とされること 219

8 その他 8

9 わからない 23

有効回収数 713

81.6%

41.9%

66.8%

41.7%

52.7%

20.6%

30.7%

1.1%

3.2%

0.0% 30.0% 60.0% 90.0%

いじめが起きていること

体罰を受けること

虐待を受けること

貧困のため食事ができない子どもがい…

いじめ、体罰や虐待を見て見ぬふりを…

進学や就職の際に、大人が子どもの意…

児童買春・児童ポルノ等の対象とされ…

その他

わからない

【分析】 

 課題は「いじめが起きていること」と「虐待を受けること」と答えた人の割合が高い

ことである。  

 

【考察】 

 いじめや虐待の背景には様々な要因がある。子どもが安心して暮らせる社会にするた

めには、各機関や地域の連携が必要である。 
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４ 高齢者の人権について 

問 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたは、高齢者に関して、どのような人権問題が起きていると思いますか 人

1 就職・職場で不利な扱いを受けること 175

2 差別的な言動をされること 148

3 悪徳商法・特殊詐欺の被害が多いこと 504

4 アパート等への入居を拒否されること 179

5 家庭内での看護や介護においていやがらせや虐待を受けること 172

6 病院や福祉施設において劣悪な処遇や虐待を受けること 287

7 高齢者がじゃまもの扱いされ、つまはじきにされること 196

8 高齢者の意見や行動が尊重されないこと 163

9 その他 10

10 わからない 58

有効回収数 713

24.5%

20.8%

70.7%

25.1%

24.1%

40.3%

27.5%

22.9%

1.4%

8.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

就職・職場で不利な扱いを受けること

差別的な言動をされること

悪徳商法・特殊詐欺の被害が多いこと

アパート等への入居を拒否されること

家庭内での看護や介護においていやが…

病院や福祉施設において劣悪な処遇や…

高齢者がじゃまもの扱いされ、つまは…

高齢者の意見や行動が尊重されないこと

その他

わからない
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５ 障がい者の人権について 

問 11 

 

 

 

あなたは、障がい者に関し、どのような人権問題が起きていると思いますか 人

1 職場、学校等でいやがらせやいじめを受けること 284

2 結婚問題で周囲の反対を受けること 255

3 就職・職場で不利な扱いを受けること 353

4 差別的な言動をされること 292

5 悪徳商法・特殊詐欺の被害が多いこと 96

6 アパート等への入居を拒否されること 132

7 宿泊施設、店舗等への入店や施設利用を拒否されること 102

8 スポーツ・文化活動・地域活動に気軽に参加できないこと 126

9 じろじろ見られたり、避けられたりすること 289

10 家庭内での看護や介護においていやがらせや虐待を受けること 88

11 病院や福祉施設において劣悪な処遇や虐待を受けること 145

12 障がいに対する人々の理解が足りないこと 421

13 その他 6

14 わからない 72

有効回収数 713

【分析】 

 課題は「悪徳商法・特殊詐欺の被害が多いこと」と答えた人の割合が 70.7％と「病院

や福祉施設において劣悪な処遇や虐待を受けること」と答えた人の割合が 40.3％であ

る。 

 

【考察】 

 悪徳商法・特殊詐欺の被害が多いと思われる独居老人宅への地域社会の見回りの強化

と気楽に相談できる体制づくりが必要だと思われる。また、この問は「高齢者に関して

どのような人権問題が起きていると思いますか」という関心意識を問うているものであ

るが、問 3で「社会福祉施設等で不当な扱いを受けた」と答えた人がおり、実際このよ

うな人権侵害があると考えられる。今後、人権感覚を磨くための研修・啓発の取り組み

が求められる。 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.8%

35.8%

49.5%

41.0%

13.5%

18.5%

14.3%

17.7%

40.5%

12.3%

20.3%

59.0%
0.8%

10.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

職場、学校等でいやがらせやいじめを…

結婚問題で周囲の反対を受けること

就職・職場で不利な扱いを受けること

差別的な言動をされること

悪徳商法・特殊詐欺の被害が多いこと

アパート等への入居を拒否されること

宿泊施設、店舗等への入店や施設利用…

スポーツ・文化活動・地域活動に気軽…

じろじろ見られたり、避けられたりす…

家庭内での看護や介護においていやが…

病院や福祉施設において劣悪な処遇や…

障がいに対する人々の理解が足りない…

その他

わからない

【分析】 

課題は「障がいに対する人々の理解が足りないこと」と答えた人の割合が 59.0％であ

り、多くの人が実感していることである。 

 

【考察】 

障がいに対する理解が進んでいないと感じている人が多いことの表れであると思わ

れる。2016年「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行され、社会的

障壁をなくす環境づくりをすることが求められている。また、2020 年東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会を通じて障がいに対する理解が推進されている。前記法律

の周知や具現化を進め、教育・啓発の必要がある。 

 



21 

 

６ 部落差別について 

問 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたが、部落差別について、初めて知ったのはいつ頃ですか 人

1 小学校時代 323

2 中学校時代 149

3 高校以上の学校時代 52

4 社会に出てから 144

5 わからない 16

6 知らなかった 19

無回答 10

有効回収数 713

小学校時代

, 45.3%

中学校時代, 

20.9%

高校以上の学校

時代, 7.3%

社会に出てから, 

20.2%

わからない, 2.2%

知らなかった, 

2.7%
無回答, 1.4%
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【前回調査（2010）との比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.3%

20.9%

7.3%

20.2%

2.2%

2.7%

1.4%

39.0%

16.9%

8.7%

24.7%

5.1%

4.1%

1.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

小学校時代

中学校時代

高校以上の学校時代

社会に出てから

わからない

知らなかった

無回答

今回（2019） 前回（2010）

【分析】 

 課題は「わからない」の 2.2％、「知らなかった」の 2.7％の割合と合わせて 4.9％で

ある。これは部落差別の存在を知らなかった人である。 

 

【考察】 

 「部落差別の解消の推進に関する法律」では部落差別の存在を明らかにしており、こ

の割合を確実に減少させていくことが大切である。 
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問 13 

 

 

 

あなたが、部落差別について、初めて知ったきっかけは、誰から（何から）

ですか
人

1 祖父母 25

2 父母 85

3 兄弟姉妹 6

4 親戚の人 14

5 近所の人 29

6 職場の人 34

7 学校の先生 291

8 友だち 36

9 人権に関する講演会や研修会 61

10 テレビ・新聞・本・広報誌・インターネット 58

11 はっきりしない 34

12 知らなかった 20

13 その他 6

無回答 14

有効回収数 713
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3.5%

11.9%

0.8%

2.0%

4.1%

4.8%

40.8%

5.0%

8.6%

8.1%

4.8%

2.8%

0.8%

2.0%

0.0% 15.0% 30.0% 45.0%

祖父母

父母

兄弟姉妹

親戚の人

近所の人

職場の人

学校の先生

友だち

人権に関する講演会や研修会

テレビ・新聞・本・広報誌・…

はっきりしない

知らなかった

その他

無回答
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【前回調査（2010）との比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5%

11.9%

0.8%

2.0%

4.1%

4.8%

40.8%

5.0%

8.6%

8.1%

4.8%

2.8%

0.8%

2.0%

2.9%

10.4%

0.8%

1.4%

5.2%

4.5%

37.0%

5.0%

5.1%

10.5%

9.1%

4.6%

1.5%

2.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

祖父母

父母

兄弟姉妹

親戚の人

近所の人

職場の人

学校の先生

友だち

人権に関する講演会や研修会

テレビ・新聞・本・広報誌・インターネット

はっきりしない

知らなかった

その他

無回答

今回（2019） 前回（2010）

【分析】 

 課題は「学校の先生以外」と回答した人の割合が約 5割いて、いろいろな場で部落差

別について話題にしていることである。 

 

【考察】 

 学校教育の中での取組みは 40 年間続けられている。約 6 割の人に正しい部落問題認

識が得られるような啓発が必要である。問 12 と関連して、部落差別について初めて知

ったのが小・中学校時代、そして学校の先生と答えた人の割合は増加している。 
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問 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被差別部落の人に対して、教育・職業・結婚について現在も悪質な差別事

象、事件などがあると思いますか
人

1 あると思う 214

2 ないと思う 151

3 わからない 318

無回答 30

有効回収数 713

あると思う, 

30.0%

ないと思う, 

21.2%

わからない, 

44.6%

無回答, 4.2%
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【前回調査（2010）との比較】 

 

※前回調査では、「あると思う」、「ないと思う」、「わからない」の他に「あるが無くなりつ

つある」と「一段とひどくなっている」があったことから、「あると思う」の中に「あるが

無くなりつつある」と「一段とひどくなっている」を含めて比較しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.0%

21.2%

44.6%

4.2%

54.9%

16.2%

26.8%

2.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

あると思う

ないと思う

わからない

無回答

今回（2019） 前回（2010）

【分析】 

 課題は「わからない」と回答した割合が 44.6%である。 

 

【考察】 

 「わからない」が前回の 26.8％に比べて 17.8ポイント増え、44.6％に上がってい

る。このことから、「差別が見えていない」「差別の現実をみようとしない」「無関心」

などの意識が取り除かれていないことが明らかになったものである。 
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問 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もし、あなたのお子さんの結婚しようとする相手が、被差別部落の人である

とわかった場合、あなたはどうしますか
人

1 賛成する 193

2 反対する 40

3 その他 70

4 わからない 386

無回答 24

有効回収数 713

賛成する, 27.1%

反対する, 5.6%

その他, 9.8%

わからない, 

54.1%

無回答, 3.4%
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【問 15 と問 13 との比較】 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校の先生

（n=291）

学校の先生

以外の人

(n=229)

講演会や研修会

テレビ・新聞・

本・広報誌・イ

ンターネット

(n=119)

賛成する 90 60 29

反対する 8 21 6

その他 33 16 17

わからない 155 122 64

無回答 5 10 3

30.9%

2.7%

11.3%

53.3%

1.7%

26.2%

9.2%

7.0%

53.3%

4.4%

24.4%

5.0%

14.3%

53.8%

2.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

賛成する

反対する

その他

わからない

無回答

学校の先生 学校の先生

以外の人

講演会や研修会

テレビ・新聞・本・広報誌・インターネット

【分析】 

 課題は「反対する」と回答した割合が 5.6％である。これは荒尾市の人口で換算する

と約 3,000人もいることである。この数は部落差別をする人である。 

 

【考察】 

問 13の「部落差別について、初めて知ったきっかけは、誰からですか」の回答を

「学校の先生」と「学校の先生以外」とでクロス分析すると、「学校の先生」と回答し

た人のほうが、「反対する」割合が減少することから、部落問題と正しく出会うことが

大切であることが分かる。 
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問 16 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もし、あなたの結婚しようとする相手が、被差別部落の人であるとわかった

場合、あなたはどうしますか
人

1 気にせず結婚する 287

2 家族や親類から反対されても結婚する 50

3 家族や親類の反対があれば結婚しない 48

4 結婚しない 32

5 その他 23

6 わからない 242

無回答 31

有効回収数 713

気にせず結婚す

る, 40.3%

家族や親類から反対さ

れても結婚する, 7.0%

家族や親類の

反対があれば

結婚しない, 

6.7%

結婚しない, 4.5%

その他, 3.2%

わからない, 

33.9%

無回答, 4.3%

【分析】 

 課題は「結婚しない」と回答した人の割合が 4.5％、「家族や親類の反対があれば結

婚しない」と回答した割合が 6.7％、合わせて 11.2％である。 

 

【考察】 この割合は部落差別をする人の割合であり、荒尾市の人口に換算すると約

6,000 人となることから、この数値は看過できない。学校教育はもちろんのこと社会教

育が必要である。 
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問 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたは、最近（ここ５年ぐらいの間に）日常生活の中で、部落差別に関す

る差別的な発言や行動を直接見聞きしたことはありますか。（マスコミ等を

介して間接的に見聞きした場合を除く。）

人

1 ある 32

2 ない 648

無回答 33

有効回収数 713

ある, 4.5%

ない, 90.9%

無回答, 4.6%

【分析】 

 課題は「ある」と答えた人の割合が 4.5％である。 

 

【考察】 

 「ある」と答えた人の割合 4.5％は荒尾市の人口に換算すると約 2,000人以上であ

る。通常、学校・社会での教育・啓発もされているものの、結婚や就職など利害が絡

むときに表面に出てくるのが部落差別である。4.5％の割合は、今までの行政の取り組

みが問われている。 



32 

 

問 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「問１７」で、「１．ある」と答えた方だけにお聞きします。日常生活の中

で差別的な発言や行動を見聞きしたとき、あなたはどうしましたか
人

1 差別であると指摘した 8

2 差別であると気づいたが、誤りを指摘できなかった 8

3 その時は差別と気づかなかった 5

4 何もしていない 9

5 その他 1

6 わからない 1

有効回収数 32

差別であると指

摘した, 25.0%

差別であると気づ

いたが、誤りを指

摘できなかった, 

25.0%

その時は差別と

気づかなかった, 

15.6%

何もしていない, 

28.1%

その他, 3.1% わからない, 3.1%

【分析】 

 課題は差別であると指摘できなかったと回答した人の割合が合わせて 75％である。 

 

【考察】 

 差別に対して「する」か「なくす」で考えるときに、この 75％の割合は高いと思わ

れる。親密な人間関係の中で差別を指摘することは、勇気がいるが大切なことであ

る。正しい知識と理解を得るための啓発活動が必要である。 
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問 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部落差別の解決のためにどうしたらよいと思いますか。あなたの考えに近い

ものを選んでください
人

1 部落差別について、行政が正しい理解を深めるよう啓発活動を推進する 256

2 学校や地域における人権教育を推進する 304

3 企業（事業所）が積極的に研修などを行う 128

4 被差別部落内外の人がともに理解を深め、相互に積極的に交流する 166

5 部落差別を口実として高額な書籍等を押し売りする行為を排除する 74

6 部落差別のことなど口に出さず、そっとしておけば自然になくなる 216

7 自分は差別をしないので、部落問題に関心がない 115

8 その他 24

9 わからない 62

有効回収数 713

35.9%

42.6%

18.0%

23.3%

10.4%

30.3%

16.1%

3.4%

8.7%

0.0% 15.0% 30.0% 45.0%

部落差別について、行政が正しい理解…

学校や地域における人権教育を推進する

企業（事業所）が積極的に研修などを…

被差別部落内外の人がともに理解を深…

部落差別を口実として高額な書籍等を…

部落差別のことなど口に出さず、そっ…

自分は差別をしないので、部落問題に…

その他

わからない
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７ 外国人の人権について 

問 20 

 

 

 

あなたは、日本に居住している外国人に関し、どのような人権問題が起きて

いると思いますか
人

1 職場、学校等でいやがらせやいじめを受けていること 124

2 結婚問題で周囲の反対を受けること 98

3 就職・職場で不利な扱いを受けること 215

4 ヘイトスピーチを伴うデモや街宣活動等が行われていること 95

5 アパート等への入居を拒否されること 107

6 宿泊施設、店舗等への入店や施設利用を拒否されること 38

7 風習や生活習慣の違いが受け入れられないこと 226

8 じろじろ見られたり、避けられたりすること 133

9 その他 19

10 わからない 258

有効回収数 713

【分析】 

 課題は「部落差別のことなど口に出さず、そっとしておけば自然になくなる」と回

答した人の割合が 30.3％である。「寝た子を起こすな」という考え方である。 

 

【考察】 

 「寝た子を起こすな」という考え方は、「差別をされる側の問題」という捉え方で誤

った考え方である。差別は「差別する側の問題」という正しい部落問題の認識を理解

することが大事である。「学校や地域における人権教育を推進する」と回答した人の割

合が 42.6％と「部落差別について、行政が正しい理解を深めるよう啓発活動を推進す

る」と回答した人の割合が 35.9％とあるように、学校や行政に対する市民の期待の高

さが表れていると思われる。また、地域における地域啓発が求められていると思われ

る。 
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17.4%

13.7%

30.2%

13.3%

15.0%

5.3%

31.7%

18.7%

2.7%

36.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

職場、学校等でいやがらせやいじめを…

結婚問題で周囲の反対を受けること

就職・職場で不利な扱いを受けること

ヘイトスピーチを伴うデモや街宣活動…

アパート等への入居を拒否されること

宿泊施設、店舗等への入店や施設利用…

風習や生活習慣の違いが受け入れられ…

じろじろ見られたり、避けられたりす…

その他

わからない

【分析】 

 課題は「わからない」と回答した人の割合が 36.2％である。 

 

【考察】 

 問７の「日本における人権課題について、あなたの関心があるものはどれですか」で

「外国人の人権」と答えた人の割合が 18.0％と低かったことが、この問でも表れている

と思われる。「わからない」と回答した人がわかるような啓発資料の配付などにより、

学びを保障することが必要である。 



36 

 

８ 水俣病をめぐる人権について 

問 21 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたは、水俣病に関し、どのような人権問題が起きていると思いますか 人

1 職場、学校等でいやがらせやいじめを受けること 136

2 結婚問題で周囲の反対を受けること 223

3 就職・職場で不利な扱いを受けること 163

4 差別的な言動をされること 228

5 その他 18

6 わからない 324

有効回収数 713

19.1%

31.3%

22.9%

32.0%

2.5%

45.4%

0.0% 12.5% 25.0% 37.5% 50.0%

職場、学校等でいやがらせやいじめを…

結婚問題で周囲の反対を受けること

就職・職場で不利な扱いを受けること

差別的な言動をされること

その他

わからない

【分析】 

 課題は「わからない」と回答した人の割合が 45.4％である。 

 

【考察】 

1956年の水俣病公式確認から 64年が経過している人権問題であり、同じ熊本県で起

こった差別事件にも関わらず、その教育・啓発ができていないことを物語っている。2011

年熊本県教育委員会が「水俣に学ぶ肥後っ子教室」の取り組みで、県下の小学 5年生す

べてが学べるようになったものの、2010 年以前の学校教育では学べなかった方もいる

ことから、「わからない」と回答した人がわかるような人権教育の視点で作成した啓発

資料の配付などにより、学びを保障することが必要である。 
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９ ハンセン病回復者等の人権について 

問 22 

 

 

 

 

 

 

 

あなたは、ハンセン病回復者等やその家族に関し、どのような人権問題が起

きていると思いますか
人

1 職場、学校等でいやがらせやいじめを受けていること 160

2 結婚問題で周囲の反対を受けること 271

3 就職・職場で不利な扱いを受けること 184

4 治療や入院を断られること 102

5 ハンセン病療養所以外で自立した生活を営むのが困難なこと 237

6 差別的な言動をされること 199

7 アパート等への入居を拒否されること 87

8 宿泊施設、店舗等への入店や施設利用を拒否されること 112

9 じろじろ見られたり、避けられたりすること 210

10 その他 14

11 わからない 263

有効回収数 713

22.4%

38.0%

25.8%

14.3%

33.2%

27.9%

12.2%

15.7%

29.5%

2.0%

36.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

職場、学校等でいやがらせやいじめ…

結婚問題で周囲の反対を受けること

就職・職場で不利な扱いを受けること

治療や入院を断られること

ハンセン病療養所以外で自立した生…

差別的な言動をされること

アパート等への入居を拒否されること

宿泊施設、店舗等への入店や施設利…

じろじろ見られたり、避けられたり…

その他

わからない
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１０ ＨＩＶ感染症・難病等をめぐる人権について 

問 23 

 

 

 

あなたは、ＨＩＶ感染者及び難病患者やその家族に関し、どのような人権問

題が起きていると思いますか
人

1 結婚問題で周囲の反対を受けること 345

2 就職・職場で不利な扱いを受けること 221

3 治療や入院を断られること 118

4 職場の血液検査等において、無断でエイズ検査をされること 84

5 差別的な言動をされること 217

6 アパート等への入居を拒否されること 61

7 宿泊施設、店舗等への入店や施設利用を拒否されること 95

8 その他 10

9 わからない 259

有効回収数 713

【分析】 

 課題は「わからない」と回答した人の割合が 36.9％である。 

 

【考察】 

 2019年のハンセン病家族訴訟では、深刻な差別をうけたとし国へ賠償を命じたが、差

別被害の深刻さゆえ大半は匿名である。アンケートにあるように「結婚問題」「生活の

困難」「日常的な差別問題」など、まだまだハンセン病を取り巻く人権問題は解決して

いない。「わからない」と回答した人がわかるような啓発資料の配付などにより、学び

を保障することが必要である。 
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48.4%

31.0%

16.5%

11.8%

30.4%

8.6%

13.3%

1.4%

36.3%

0.0% 25.0% 50.0%

結婚問題で周囲の反対を受けること

就職・職場で不利な扱いを受けること

治療や入院を断られること

職場の血液検査等において、無断でエ…

差別的な言動をされること

アパート等への入居を拒否されること

宿泊施設、店舗等への入店や施設利用…

その他

わからない

【分析】 

 課題は「わからない」と回答した人の割合が 36.3％である。 

 

【考察】 

 問７の「日本における人権課題について、あなたの関心があるものはどれですか」で

「HIV感染症・難病等をめぐる人権」と答えた人の割合が 18.2％と低かったことが、こ

の問でも表れていると思われる。「わからない」と回答した人がわかるような啓発資料

の配付などにより、学びを保障することが必要である。 
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１１ 犯罪被害者等の人権について 

問 24 

 

 

 

 

 

あなたは、犯罪被害者やその家族に関し、どのような人権問題が起きている

と思いますか。
人

1
犯罪行為による精神的なショックのため、日常生活に支障をきたすようにな

ること
410

2 犯罪行為によって経済的負担を受けること 251

3 事件のことに関して、周囲にうわさ話をされること 415

4 警察に相談しても期待どおりの結果が得られないこと 256

5 捜査や刑事裁判において精神的負担を受けていること 266

6 刑事裁判手続きに必ずしも被害者の声が十分反映されないこと 239

7
報道によってプライバシーに関することが公表されたり、取材によって私生

活の平穏が保てなくなること
432

8 その他 12

9 わからない 107

有効回収数 713

57.5%

35.2%

58.2%

35.9%

37.3%

33.5%

60.6%

1.7%

15.0%

0.0% 35.0% 70.0%

犯罪行為による精神的なショックのた…

犯罪行為によって経済的負担を受ける…

事件のことに関して、周囲にうわさ話…

警察に相談しても期待どおりの結果が…

捜査や刑事裁判において精神的負担を…

刑事裁判手続きに必ずしも被害者の声…

報道によってプライバシーに関するこ…

その他

わからない
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１２ 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害について 

問 25 

 

 

 

あなたは、北朝鮮当局によって拉致されたその家族に関し、どのような人権

問題が起きていると思いますか
人

1 身体や居住移転の自由が奪われ、帰国できないこと 419

2 被害者とその家族が、一緒に生活するという当然の権利を奪われていること 532

3 被害者の家族が、被害者に関する情報を全く得ることができないこと 446

4 被害者及びその家族が、差別的な言動をされること 76

5
報道によってプライバシーに関することが公表されたり、取材によって私生

活の平穏が保てなくなること
233

6 拉致問題に関する国民の理解が足りないこと 250

7 その他 12

8 わからない 83

有効回収数 713

【分析】 

 課題はうわさ話をされたり、プライバシーに関することが公表されたりすることへの

関心の割合が高いことである。 

 

【考察】 

 情報化社会で個人情報保護について関心があり、特にインターネット上で個人情報に

ついては敏感であることが分かる。プライバシーの侵害が起こらないよう社会全体で監

視をしていかなければならない。 
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58.8%

74.6%

62.6%

10.7%

32.7%

35.1%

1.7%

11.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

身体や居住移転の自由が奪われ、帰国…

被害者とその家族が、一緒に生活する…

被害者の家族が、被害者に関する情報…

被害者及びその家族が、差別的な言動…

報道によってプライバシーに関するこ…

拉致問題に関する国民の理解が足りな…

その他

わからない

【分析】 

 課題は「拉致問題に関する国民の理解が足りないこと」と答えた人の割合が 35.1％で

ある。 

 

【考察】 

 「被害者とその家族が、一緒に生活するという当然の権利を奪われている」が最大の

問題であり、国の責務でもある。他人事とならぬよう広く国民の理解を得ることが肝要

である。 
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１３ インターネットによる人権侵害について 

問 26 

 

 

 

 

 

 

あなたは、インターネットによる人権侵害に関し、どのような人権問題が起

きていると思いますか
人

1 他人を誹謗中傷する情報が掲載されること 545

2
他人に差別をしようとする気持ちを起こさせたり、それを助長するような情

報が掲載されること
362

3
出会い系サイトやＳＮＳなどによる交流が犯罪を誘発する場となっているこ

と
492

4 捜査の対象となっている未成年者の実名や顔写真が掲載されること 223

5
リベンジポルノの問題や、わいせつな画像・残虐な画像が掲載されているこ

と
343

6 プライバシーに関する情報が掲載されていること 374

7 その他 9

8 わからない 76

有効回収数 713

76.4%

50.8%

69.0%

31.3%

48.1%

52.5%

1.3%

10.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

他人を誹謗中傷する情報が掲載される…

他人に差別をしようとする気持ちを起…

出会い系サイトやＳＮＳなどによる交…

捜査の対象となっている未成年者の実…

リベンジポルノの問題や、わいせつな…

プライバシーに関する情報が掲載され…

その他

わからない
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１４ ＬＧＢＴなどの性的少数者に関する人権問題について 

問 27 

 

 

 

あなたは、ＬＧＢＴなど性的少数者に関し、どのような人権問題が起きてい

ると思いますか
人

1 職場、学校等でいやがらせやいじめを受けること 245

2 就職・職場で不利な扱いを受けること 226

3 差別的な言動をされること 286

4 アパート等への入居を拒否されること 76

5 宿泊施設、店舗等への入店や施設利用を拒否されること 56

6 じろじろ見られたり、避けられたりすること 198

7 その他 13

8 わからない 271

有効回収数 713

【分析】 

 課題はインターネットでの人権侵害についてのすべての項目に対して、割合が高いこ

とである。 

 

【考察】 

 2016 年施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」の第一条には、「この法律

は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する

状況の変化が生じていることを踏まえ、・・・」とあるように、インターネット上の問題

を取り挙げている。人権侵害につながる悪質な書き込みに対する法整備が必要であると

ともに、自治体において、差別を助長するような書き込みに対し、モニタリング（監視）

を行い、県や近隣自治体、法務局と連携協力していく必要がある。 
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34.4%

31.7%

40.1%

10.7%

7.9%

27.8%

1.8%

38.0%

0.0% 25.0% 50.0%

職場、学校等でいやがらせやいじめを…

就職・職場で不利な扱いを受けること

差別的な言動をされること

アパート等への入居を拒否されること

宿泊施設、店舗等への入店や施設利用…

じろじろ見られたり、避けられたりす…

その他

わからない

【分析】 

 課題は「わからない」と答えた人の割合が 38.0％である。 

 

【考察】 

 民間の調査（2018年）によると、約 8.9％が該当すると言われている。しかし、当事

者にとって、学校や職場は「男のくせに」「女のくせに」など、人の性に対し侮辱的な言

葉が飛び交っている現状がある。「わからない」と回答した人がわかるような啓発資料

の配付などにより、学びを保障することが必要である。 
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１５ 人権に関する啓発活動、教育活動について 

問 28 

 

 

【年代別】 

 

 

 

             

 

荒尾市主催の「人権フェスティバル」に、参加したことがありますか 人

1 複数回参加した 99

2 １回参加した 52

3 参加したことはないが、開催されているのは知っている 270

4 よく知らない 268

無回答 24

有効回収数 713

20代 30代 40代 50代 60代 70代 無回答

複数回参加した 3 4 9 22 34 26 1

１回参加した 4 11 11 9 9 8 0

参加したことはないが、開催さ

れているのは知っている
14 17 39 34 68 90 8

よく知らない 19 27 41 39 72 63 7

無回答 0 0 2 2 5 13 2

年　　　　　齢

複数回参加した, 

13.9%

１回参加した, 

7.3%

参加したことはない

が、開催されている

のは知っている, 

37.9%

よく知らない, 

37.6%

無回答, 3.4%
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7.5%

6.8%

8.8%

20.8%

18.1%

13.0%

5.6%

10.0%

18.6%

10.8%

8.5%

4.8%

4.0%

35.0%

28.8%

38.2%

32.1%

36.2%

45.0%

44.4%

47.5%

45.8%

40.2%

36.8%

38.3%

31.5%

38.9%

2.0%

1.9%

2.7%

6.5%

11.1%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

20代

30代

40代

50代

60代

70代

無回答

複数回参加した

１回参加した

参加したことはないが、開催されているのは知っている

よく知らない

無回答
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【前回調査（2010）との比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.9%

7.3%

37.9%

37.6%

3.4%

6.7%

3.0%

31.0%

57.9%

1.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

複数回参加した

１回参加した

参加したことはないが、開催されているの

は知っている

よく知らない

無回答

今回（2019） 前回（2010）

【分析】 

 課題は 20 代で「複数回参加した」と「1 回参加した」と答えた人の割合が合わせて

17.5％であり、「よく知らない」と答えた人の割合が 47.5％である。また、全世代で「複

数回参加した」と「1回参加した」と答えた人の割合が合わせて 21.2％である。 

 

【考察】 

 「荒尾市人権フェスティバル」は 19回を数えている。荒尾市内の小・中・高・支援学

校は人権フェスティバルに人権標語やステージ発表などで、何らかの関りを持ってきた

中でのこの割合は低いと思われる。人権問題が身近になるような参加の在り方、啓発広

報の充実、そして早急に子どもの参加体制を工夫改善していく必要がある。また、全世

代で「複数回参加した」と「1回参加した」と答えた人の割合が合わせて 21.2％と前回

の 9.7％に比べて 11.5ポイント増えているものの、この割合は低いと思われる。参加者

の増加を目指し、あらゆる機会を通した広報活動を行う必要がある。 
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問 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「問２８」で、「複数回参加した」「1回参加した」方にお尋ねします。人権

フェスティバル後に、家族や職場、地域などで人権について話題にしたこと

はありますか

人

1 よく話題にする 6

2 ときどき話題にする 66

3 ほとんど話題にしない 66

4 まったく話題にしない 11

無回答 2

有効回収数 151

よく話題にする, 

4.0%

ときどき話題に

する, 43.7%ほとんど話題に

しない, 43.7%

まったく話題に

しない, 7.3%

無回答, 1.3%

【分析】 

 課題は人権について話題にする人と話題にしない人の割合がほぼ同じである。 

 

【考察】 

 市民の中には、部落問題をはじめあらゆる人権問題を身近に感じている人もいれば、

身近に感じられない人がいる。身近に感じている人は、家族や職場、地域などで話題に

していることがあるだろうし、差別の現実の中で話題にすらできずにいる人もいるので

はないか。差別はくらしの中にある。そのことからも、身近に人権問題を話題にできる

ことはとても大切なことである。 
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問 30 

 

 

【問 28 と問 29・30 との比較】 

 

「問２８」で、「参加したことはないが、開催されているのは知っている」

「よく知らない」方にお尋ねします。人権について、家族や職場、地域など

で話題にしたことはありますか

人

1 よく話題にする 3

2 ときどき話題にする 104

3 ほとんど話題にしない 176

4 まったく話題にしない 175

無回答 80

有効回収数 538

よく話題にする, 

0.6%

ときどき話題に

する, 19.3%

ほとんど話題に

しない, 32.7%

まったく話題に

しない, 32.5%

無回答, 14.9%

複数回参加した

(n=99)

１回参加した

(n=52)

参加したことは

ないが、開催さ

れているのは

知っている

(n=270)

よく知らない

(n=268)

よく話題にする 6 0 3 0

ときどき話題にする 53 13 77 27

ほとんど話題にしない 34 32 115 61

まったく話題にしない 6 5 72 103

無回答 0 2 3 77
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6.1%

1.1%

53.5%

25.0%

28.5%

10.1%

34.3%

61.5%

42.6%

22.8%

6.1%

9.6%

26.7%

38.4%

3.8%

1.1%

28.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

複数回参加した

１回参加した

参加したことはないが、

開催されているのは知っている

よく知らない

よく話題にする ときどき話題にする ほとんど話題にしない

まったく話題にしない 無回答

【分析】 

 課題は「よく話題にする」と「ときどき話題にする」と答えた人の割合が合わせて

19.9％である。 

 

【考察】 

 問 29では「よく話題にする」と「ときどき話題にする」と答えた人の割合が合わせて

47.7％であり、問 30 では「よく話題にする」と「ときどき話題にする」と答えた人の割

合が合わせて 19.9％である。人権フェスティバルに参加したことがある人の方が部落問

題をはじめあらゆる人権問題を身近に感じて、人権について家族や職場、地域などで話

題にしていると考えられる。 
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問 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたは、学校での部落差別をはじめ様々な人権問題を解消するための人権

教育について、どのように思われていますか
人

1 大切だと思う 377

2 ある程度大切だと思う 233

3 それほど大切だとは思わない 47

4 大切だと思わない 17

無回答 39

有効回収数 713

大切だと思う, 

52.9%ある程度大切だ

と思う, 32.7%

それほど大切だ

とは思わない, 

6.6%

大切だと思わない, 

2.4%

無回答, 5.5%

【分析】 

 これまでの同和教育・人権教育の取り組みにより、「大切だと思う」と「ある程度大

切だと思う」と答えた人の割合が合わせて 85.6％である。 

 

【考察】 

 「部落差別の解消の推進に関する法律」の第五条に「教育及び啓発」がある。差別の

解消は「教育に始まり、教育に終わる」と言われる。「大切だと思う」と「ある程度大切

だと思う」を合わせて 85.6％あり、その数値は学校教育への期待である。更なる学校現

場での人権教育の充実が必要である。 
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問 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたは、荒尾市社会人権・同和教育推進協議会を知っていますか 人

1 知っている 287

2 知らない 390

無回答 36

有効回収数 713

知っている, 

40.3%

知らない, 54.7%

無回答, 5.0%

【分析】 

 課題は「知らない」と答えた人の割合が 54.7％である。 

 

【考察】 

 主催事業への参加者の増加を目指し、認知度の向上を図るため、あらゆる機会を通し

た広報活動を行う必要がある。 
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問 33 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたは、人権意識を高めるためには、市民に対してどのような啓発・広報

活動が効果的であると思いますか
人

1 講演会・研修会 246

2 展示会（資料、写真等） 107

3 県や市町村の広報紙、ホームページ等による啓発 279

4 パンフレット・ポスター・チラシ等による啓発 158

5 テレビ・ラジオを利用した啓発 208

6 映画・ビデオを利用した啓発 103

7 新聞・雑誌を利用した啓発 140

8 インターネット・ＳＮＳを利用した啓発 134

9 交通広告（電車やバス等の車内広告や駅での広告等）を利用した啓発 87

10
ワークショップ（参加者による少人数の討論会や参加体験型の研修プログラ

ム等）による啓発
79

11 高齢者・障がい者の疑似体験ができる行事の開催 140

12 障がい者や外国人など、人権課題の当事者から学ぶ交流会 139

13 自由な意見の交換ができる会合（懇談会）の開催 135

14 その他 21

15 わからない 104

有効回収数 713
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【年代別】 

 

20代 30代 40代 50代 60代 70代 無回答

講演会・研修会 13 19 28 42 67 73 4

展示会（資料、写真等） 6 15 12 13 29 29 3

県や市町村の広報紙、ホーム

ページ等による啓発
15 21 29 46 76 86 6

パンフレット・ポスター・チラ

シ等による啓発
10 15 22 30 39 41 1

テレビ・ラジオを利用した啓発 14 20 35 39 48 51 1

映画・ビデオを利用した啓発 6 16 20 23 19 18 1

新聞・雑誌を利用した啓発 9 19 21 25 29 35 2

インターネット・ＳＮＳを利用

した啓発
18 22 26 29 23 14 2

交通広告（電車やバス等の車内

広告や駅での広告等）を利用し

た啓発

8 12 12 16 20 18 1

ワークショップ（参加者による

少人数の討論会や参加体験型の

研修プログラム等）による啓発

3 10 18 15 17 16 0

高齢者・障がい者の疑似体験が

できる行事の開催
9 20 26 19 38 27 1

障がい者や外国人など、人権課

題の当事者から学ぶ交流会
9 16 21 21 37 31 4

自由な意見の交換ができる会合

（懇談会）の開催
5 11 20 21 35 41 2

その他 1 3 2 3 5 6 1

わからない 4 8 18 16 25 31 2

年　　　　　齢
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34.5%

15.0%

39.1%
22.2%

29.2%

14.4%

19.6%

18.8%

12.2%

11.1%

19.6%

19.5%

18.9%

2.9%

14.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

講演会・研修会

展示会（資料、写真等）

県や市町村の広報紙、ホームページ等…

パンフレット・ポスター・チラシ等に…

テレビ・ラジオを利用した啓発

映画・ビデオを利用した啓発

新聞・雑誌を利用した啓発

インターネット・ＳＮＳを利用した啓発

交通広告（電車やバス等の車内広告や…

ワークショップ（参加者による少人数…

高齢者・障がい者の疑似体験ができる…

障がい者や外国人など、人権課題の当…

自由な意見の交換ができる会合（懇談…

その他

わからない

32.5%

15.0%

37.5%

25.0%

35.0%

32.2%

25.4%

35.6%

25.4%

33.9%

27.5%

11.8%

28.4%

21.6%

34.3%

39.6%

12.3%

43.4%

28.3%

36.8%

35.6%

15.4%

40.4%

20.7%

25.5%

36.5%

14.5%

43.0%

20.5%

25.5%

22.2%

16.7%

33.3%

5.6%

5.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

講演会・研修会

展示会（資料、写真等）

県や市町村の広報紙、

ホームページ等による

啓発

パンフレット・ポスター・

チラシ等による啓発

テレビ・ラジオを利用し

た啓発

20代 30代 40代 50代 60代 70代 無回答
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15.0%

22.5%

45.0%

20.0%

7.5%

22.5%

22.5%

12.5%

2.5%

10.0%

27.1%

32.2%

37.3%

20.3%

16.9%

33.9%

27.1%

18.6%

5.1%

13.6%

19.6%

20.6%

25.5%

11.8%

17.6%

25.5%

20.6%

19.6%

2.0%

17.6%

21.7%

23.6%

27.4%

15.1%

14.2%

17.9%

19.8%

19.8%

2.8%

15.1%

10.1%

15.4%

12.2%

10.6%

9.0%

20.2%

19.7%

18.6%

2.7%

13.3%

9.0%

17.5%

7.0%

9.0%

8.0%

13.5%

15.5%

20.5%

3.0%

15.5%

5.6%

11.1%

11.1%

5.6%

0.0%

5.6%

22.2%

11.1%

5.6%

11.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

映画・ビデオを利用した啓

発

新聞・雑誌を利用した啓発

インターネット・ＳＮＳを利

用した啓発

交通広告（電車やバス等

の車内広告や駅での広告

等）を利用した啓発

ワークショップ（参加者によ

る少人数の討論会や参加

体験型の研修プログラム

等）による啓発

高齢者・障がい者の疑似

体験ができる行事の開催

障がい者や外国人など、

人権課題の当事者から学

ぶ交流会

自由な意見の交換ができ

る会合（懇談会）の開催

その他

わからない

20代 30代 40代 50代 60代 70代 無回答
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１６ 全体考察 

 

1 はじめに 

  1947年に施行された日本国憲法第十四条には「すべて国民は、法の下に平等であつて、

人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係におい

て、差別されない。」とあります。また 1948 年に国連総会で採択された世界人権宣言第

二条には、「すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民

的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による

差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することがで

きる。」とあります。さらに 1966 年の国連総会において国際人権規約の採択がされ、日

本では 1979 年に批准され、世界人権宣言の内容が法的拘束力を持つようになりました。

これらのものによって私たちの人権が保障されているはずです。 

  21世紀は人権の世紀といわれ、人権を保障するための理念を実現するため、様々な法

令が施行されています。荒尾市においても 1995年に「荒尾市部落差別をなくす等人権を

守る条例」が施行され、2005年に「人権教育のための荒尾市行動計画」も作成されまし

た。また、国においては「部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法）」、

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」、「本邦外出身

者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（ヘイトスピーチ

解消法）」（以下「人権三法」という。）が 2016 年に施行されました。しかし、今回の市

民意識調査の結果から、条例や人権三法の具現化に向けての課題が明らかになりました。

課題解決に向けた取り組みは、「人権文化の花咲くまち」を実現するためのものである

と考えます。 

 

2 市民意識調査から 

  今回の市民意識調査の結果を 2010年に実施された前回の市民意識調査と比較し、改善

されたと思われるところは次のようなことです。 

【分析】 

 20・30代は「インターネット・SNSを利用した啓発」と回答した人の割合が多い。現

状では、インターネット・SNSを利用した情報発信が不十分である。 

 

【考察】 

 市のホームページ等に教育・啓発学習資料が閲覧できるようにすることをはじめ、教

育・啓発学習資料の内容の充実を図り、誰もがインターネットを利用できる環境整備が

必要である。また、市民の見えるところに様々な媒体を使って継続的に情報発信に取り

組むことが大切である。 
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 ・部落差別を知った時期と誰から知ったかについては、小・中学校時代、学校の先生か

らと答えた人の割合が確実に増え、人権同和教育の継続的指導がなされてきました。 

 ・荒尾市人権フェスティバルの参加について 1 回以上参加した人が 21.2％で前回調査

より、11.5ポイント増加しました。 

 ・人権教育の大切さについては、前回の市民意識調査の回答項目が異なり、そのまま単

純に比較できませんが、「大切だと思う」と「ある程度大切だと思う」と答えた人の

割合が合わせて、85.6％で前回調査より、約 30ポイント増加しています。 

 ・部落差別について学校の先生から初めて知った人や、荒尾市人権フェスティバルに

参加したことがある人は、法令の認知が高かったり、被差別部落の人との結婚を肯

定的に捉えたりする意識が見られました。 

 ・市民意識調査の自由記述に「市民意識調査が届かなければ、日常話をしたりしないの

で、家族で考える機会をくださいましてありがとうございました。一人の力ではど

うにもならないが、一人ひとりが周りの人のことを気に掛けるなど、心に余裕をも

てる人が増えたらと思います。これからも啓発をよろしくお願いします。」と人権啓

発の推進に期待を寄せる声もありました。 

 一方、深く受け止めなければならないことを次に挙げます。 

・部落差別事象の有無については「あると思う」と答えた人の割合が前回の市民意識調

査から約 25ポイント減りました。しかし、「わからない」と答えた人の割合が 44.6％

もあり、前回の市民意識調査より約 20ポイント増えていることから、部落差別の存

在が見えにくくなっていると思われます。 

・前回の調査で自分の結婚について「世間体があるから理由をつけて断りたい」と「絶

対にしない」と答えた人の割合が合わせて、5.5％でした。しかし、今回の市民意識

調査では「家族や親類の反対があれば結婚しない」と答えた人の割合が 6.7％と「結

婚しない」と答えた人の割合が 4.5％、合わせて、11.2％です。前回の調査と回答項

目が異なり、そのまま比較はできないものの、結婚に関しての意識は大変厳しい数

字です。その他に、「わからない」と答えている人の割合は 33.9％で、部落問題が自

分から遠いことになっていることを物語っているもので、適切な教育・啓発がなさ

れなかったと言わざるを得ません。 

・「部落差別のことなど口に出さず、そっとしておけば自然になくなる」という寝た

子を起こすなの考えや「自分は差別をしないので、部落問題に関心がない」という

無関心の態度などが増えています。これはアンケートの最後に書いていただいた自

由記述の中にも同様なことが見られました。 

  次は前回の市民意識調査になかった問についての課題と思われることです。 

①問 1～問 7の人権全般では、「荒尾市部落差別をなくす等人権を守る条例」の施行や

「人権教育のための荒尾市行動計画」が策定された中で、市民の約 3 人に 1 人は人権が

守られていないと思っていること、そして約 4 人に 1 人が人権侵害を体験しています。

その人権侵害は学校や職場や地域などあらゆる場所で、しかも多岐にわたって発生して

います。特に人権意識を求められる公的な立場にある人から不当な扱いを受けたという
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回答は見逃すことはできません。しかも、その人権侵害事象の約 7 人に 1 人が、人権侵

害があったときに何もしていないことも分かりました。前記の人権三法や「荒尾市部落

差別をなくす等人権を守る条例」の認知度については、年代や職種によって差があるこ

とが分かりました。熊本県人権教育・啓発基本計画第 3次改訂版にある 13個の重要課題

についての関心は熊本県の県民意識調査と似た傾向がある中、部落差別については 10.4

ポイント高いものでした。また、その重要課題への関心はメディア等による情報発信の

多いものに関心があつまる傾向にありました。 

②問 8～問 27（問 12～問 19 を除く）の個別の人権課題では、「女性の人権」について

は、「職場における差別待遇（女性が管理職になりにくい、マタニティ・ハラスメント等）」

と答えた人の割合が最も高いものでした。女性の人権は決してマイノリティーの問題で

はありません。この問題は個人や社会にある性差別意識や固定的な性別役割分担意識を

解決することが大切です。 

「子どもの人権」については、「いじめが起きていること」と「虐待を受けること」と

答えた人の割合が高いことです。 

「高齢者の人権」については、問 3 で「社会福祉施設等で不当な扱いを受けた」と答

えた人がおり、これについては介護人材への研修の必要性もありますが、その背景に、労

働条件や職場の人間関係などの要因もあるのではないでしょうか。子どもや高齢者につ

いては「我が来た道、我が行く道」と言ったたとえがあるように、誰もが子ども時代があ

るし、年老いていくものです。 

「障がい者の人権」については、「障がいに対する人々の理解が足りないこと」と答え

た人が多く、その数値そのものが、社会の実態ではないでしょうか。 

「外国人の人権」、「水俣病をめぐる人権」、「ハンセン病回復者等の人権」、「HIV 感染

症・難病等をめぐる人権」、「LGBTなどの性的少数者に関する人権」については、「わから

ない」と答えた人の割合が高く、特に「水俣病をめぐる人権」については同じ熊本県で起

こっている差別事件にかかわらず、その教育・啓発が行き届いていないことを深く受け

止めなければなりません。「水俣病はうつる病気でもないし、遺伝もしない。ハンセン病

は、細菌による感染症であるが、感染力は弱く、万一発病しても治療法も確立しており、

早期発見と適切な治療により後遺症もない。HIV は血液や精液、膣分泌液に含まれるが、

感染力が弱いために、日常生活ではうつらない。」これらの正しい知識を届ける必要があ

ります。 

「犯罪被害者等の人権」と「インターネットによる人権侵害」については、個人情報保

護について敏感になっていると考えられます。インターネット上の誹謗中傷はプライバ

シーを暴き、差別を生むことにつながります。人権侵害につながる悪質な書き込みに対

する法整備が必要であるとともに、自治体において、差別を助長するような書き込みに

対し、モニタリング（監視）を行い、県や近隣自治体、法務局と連携協力していく必要が

あります。 

「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害」については、被害者とその家族が、一緒

に生活するという当然の権利を奪われているということを理解しなければなりません。 
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「人権に関する啓発活動、教育活動」では、荒尾市人権フェスティバルに参加した人の

割合が 20代では 17.5％と 20％を下回っています。さらに 20代は学校に通っているとき

に荒尾市人権フェスティバルと何らかの関りがあった世代ですが、「よく知らない」と答

えた人の割合が約 50％もあることについては、参加体制等の工夫改善が求められます。

これらの問では、人権問題が自分のこととなっているかどうかや日常の差別の現実を垣

間見ることができますし、荒尾市人権フェスティバルに参加することは、人権について、

家族や職場、地域などで話題にすることへつながっていることが分かります。「人権教育

の必要性」では「大切だと思う」と「ある程度大切だと思う」と答えた人の割合が合わせ

て 85.6％と高い割合でした。さらに、その割合を高めていくことが必要です。「荒尾市社

会人権・同和教育推進協議会の認知度」については、知らない人が 50％を超えているこ

とから、今後の活動を通して周知していくことが求められます。「啓発・広報活動」では

若い世代への啓発としてインターネット・SNS を利用した啓発も充実させることが求め

られています。 

 

3 これまでの取り組み 

前回の市民意識調査が 2010年度に行われ、その「全体を通しての考察」において、市

民や企業団体への啓発と荒尾市職員の研修、学校教育との連携の強化について書いてあ

ります。啓発・研修の必要性が挙げられていますと共にその啓発・研修の方法、内容につ

いてもふれてあり、その中で、「公務員が自らの同和問題との出会いと出会い直しをする

中で自らを問い直し、課題を見出し、人権、同和問題を解決していこうとする認識にたて

るような自己啓発や研修を組みなおしていく必要があります」とあり、これらのことが

どうなされてきたのかを振り返ります。 

市民への啓発として広報活動があります。ポスター、「広報あらお」、「人権啓発センタ

ーだより」、「児童センターだより」、荒尾市のホームページにおいて、広報啓発活動を行

ってきました。女性の人権については男女共同参画推進室で、子どもの人権については

すこやか未来課で、犯罪被害者の人権については防災安全課で、高齢者の人権について

は保険介護課で、その他の人権問題については人権啓発推進室が担っています。 

市民啓発では、荒尾市男女共同参画フォーラム、「人権、同和問題講演会」、荒尾市人

権フェスティバル、荒尾市人権同和教育研究大会、荒尾・玉名地区人権・同和教育研究

集会が行なわれました。交流学習として、交流グランドゴルフ・ビーチバレー、スポー

ツ教室、解放文化祭、解放子ども会学習会、識字学級、識字学級生と小学生との学習、

母親学級が行われてきました。また、人権啓発センターにおける様々な会合も大切な啓

発を担っています。荒尾市職員の研修では新採職員研修会（部落問題）、部落問題連続

講座、荒尾市男女共同参画フォーラム、「人権、同和問題講演会」、荒尾市人権フェステ

ィバル、荒尾市人権同和教育研究大会、荒尾・玉名地区人権・同和教育研究集会などが

ありました。その中で、各課の指導者となる人権教育啓発推進員の研修は「人権、同和
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問題講演会」、部落問題連続講座がありました。2019年度より、部落問題連続講座で

は、「部落解放運動のすばらしさ」をテーマとした 1日で、荒尾市の同和対策事業の学

びとしてフィールドワークへの参加が始まりました。 

人権啓発推進室では、その他に荒尾市人権同和教育研究大会において分科会の協力者

を人権啓発センター館長が行ったり、前記のフィールドワークにおいて一部を担当した

りするようになりました。 

そして荒尾市職員のレポート報告は熊本県人権教育研究大会への参加にも続いていま

す。ここ数年のレポートにはご自身の部落問題との出会い、出会い直し、くらしの中の

部落問題、人権問題が綴られるようになってきています。2019年度の荒尾市人権同和教

育研究大会の荒尾市職員の報告内容を一部紹介します。 

「このレポートを書く前、私も、『わざわざ蒸し返す必要がない』、『知らなければ相

手をそのような目で見てしまうことは無い』という、いわゆる、寝た子を起こすな、の

考えを持っていました。 

しかし、過去の自分の認識を見つめなおしていく中で、少しずつ『やはり、知っても

らったほうがよいのでは。』という考え方に変わっていきました。・・・中略・・・ 

また、ただ知ってもらうだけではなく、部落問題に取り組んできた方々による克服で

きた成功体験のような、明るい話題で学ぶことができれば、私のように『人前で話すこ

とではない。』という誤った考えを持たなくなるのではないかと思いました。 

このような認識の転換ができたことが良い機会だと思い、両親にもこのレポートを見

てもらいました。両親も荒尾市にそのような過去があったことは理解している一方で、

今はそのような時代ではないからと話題にするのを避けていたようですが、私の文章を

読み終わってから、『うっかり口に出してはいけない話題と思っていたけど、部落出身

の人がいたからといって、少なくとも私たちの周りに差別をする人はいないと思ってい

る。昔の人の活躍によって部落問題が少しずつ解消してきたことを考えると、むしろ話

題にして、より多くの人に知ってもらったほうが明るい社会を作ることができそうだ

ね。』と、少しだけ考え方を変えてもらえたようでした。また、『その明るい社会をつく

るには、市役所の力も必要だと思うから、これからは積極的に正しい知識をつけていか

ないとね。今回はその第一歩目だね。』と応援の言葉ももらえました。」と報告していま

す。 

自分の部落問題に対する考えを振り返り、そしてくらしの中で、部落差別をなくそう

とされている姿があります。荒尾市職員の人権問題に対する意識の高まりは、市民の人

権意識の向上につながります。 

今回の意識調査の分析の中でその課題を挙げていますが、課題とは解決されるべきこ
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とです。ここに挙げた課題は市民の課題ではなく、行政に携わる私たち一人ひとりの課

題です。いくつかの問に対して「わからない」と答えている人がいます。これは人権問題

が自分の問題となっていないことの証です。あらゆる人権問題についても自分から遠い

問題になっていないのか。問われているのは私たち自身です。 

 

4 これからの取り組み 

今回の市民意識調査から、人権問題が遠いことになっていることや自分のこととして

捉えていないことによって、無関心、無理解、差別的言動につながっていることが分かり

ます。部落差別に関して、「部落（住んでるところ）があるから差別がある」という考え

や「部落問題のことを伝えるから部落差別がある。黙っていると、そのうち無くなる」と

いう寝た子を起こすなという考えが依然としてありました。市民の約 5 割の人は学校以

外の場で部落差別について話題にしています。やはり、人権問題を正しく継続的に伝え

ていくことが必要だと考えます。誤った認識が広まっているのが部落差別そのものなの

です。 

これらの市民の意識を課題として正しく変えていこうとするのが教育・啓発ですが、

市民の意識を変える前に、まず私たち行政に携わる一人ひとりが自分と人権問題につい

て、差別をなくそうとしてきたのかどうかを問われなければなりません。 

荒尾市の中で人権問題解決の中心を担うのは人権啓発推進室であることは言うまでも

ありません。人権啓発推進室では「人権、同和問題講演会」や荒尾市人権フェスティバル

で差別をなくそうという思いをもって、市民の参加につながるような動きをしてきたの

かを振り返る必要があります。しかし、これまでの荒尾市の取り組みで人権問題の解決

がなされたかどうかを考えると、その時代や社会背景に則した教育・啓発の中身、研修を

創り出す必要があります。荒尾市職員は当然のこと、荒尾市の就学前教育、学校教育、荒

尾市社会人権・同和教育推進協議会と共に人権文化の花咲くまちづくりをしてきたのか。

人権にかかわりの深い職業等に従事する人たちや差別をなくそうとする団体と差別をな

くそうとしてきたのか。これまでも、これからも問い続けていく必要があります。 

今回の市民意識調査を受け差別をなくす教育・啓発の中身、研修を創り出すために、 

・部落問題やその他の人権問題とどう向き合ってきたのか。 

・自分の課、係の中での人権問題とは何か。 

・人権教育啓発推進員としての役割を明らかにし、差別をなくす動きをどうつくるの 

か。 

・パンフレット等の広報活動や各種研修会を通して、市民にどう啓発していくのか。 

今後の活動の中で新たな一歩を踏み出していきましょう。 

奥田均さん（近畿大学）は、著書『差別のカラクリ』（解放出版社、2009年、p.67）の

中で、人権問題の理解を社会の認識へと高める必要があると言っています。社会の認識

は「社会的な合意」ということです。このことについて「部落問題に即して述べると、

『部落差別の厳しい実態』が、この差別の現実を解決すべき社会問題として自動的に登

場させたのではないということです。部落の人びとがこれを告発・抗議し、それによって
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『部落差別の厳しい実態』が人びとに明らかにされ、『何とかしなくては』という理解の

広がりが生まれ、そうしてはじめて部落差別の現実が部落問題という社会問題になって

いったということなのです。『厳しい差別の歴史』と『それが社会問題として取り上げら

れてくる経過』との間に、こうしたタイムラグが存在しているのは、他の差別問題におい

ても同様です。」と述べています。このことは全国水平社が厳しい差別の実態を明らかに

し、告発・抗議して同和対策特別措置法へつながる社会認識に重なります。差別の現実を

明らかにし、その差別をなくしていくことは社会変革であり、自己変革です。 

 

5 最後に 

  「部落差別をはじめあらゆる差別をなくす」という言葉があります。日本では 1922（大

正 11）年に京都の岡崎公会堂で全国水平社創立大会が行われました。この全国水平社創

立大会で採択された「水平社宣言」は日本における最初の「人権宣言」と評価されてい

るものです。そしてこの宣言は「人間は平等であり、勦（いた）わるべきものではなく、

尊敬すべきものであること」を明らかにし、すべての人々が光り輝く存在として、部落

の完全解放を目指したものです。その流れを受けた部落差別をなくす運動は、全国に広

がりその運動の中で、あらゆる人権問題を解決しようとする人々、例えば水俣病やハン

セン病をめぐる人権問題をなくそうとする人々らとなかまとして手をつなぎ、これまで

取り組んできました。それは、「教科書無償の闘い（義務教育の教科書の無償化）」、「全

国統一応募用紙運動（就職差別をなくす取り組み）」、「奨学金制度改正（成績による判定

基準を廃止）」、「本人通知制度（第三者による戸籍・住民票の請求があったことを本人に

通知）」、また、荒尾市では小学 1 年生と中学 1 年生の「専門医健診の全校実施（眼科耳

鼻科検診の実施）」などとその運動の成果は、すべての人たちのもとにも届くものとなり

ました。そして「教科書無償の闘い」は部落のお母さんたちを中心に取り組んでいた識

字学級の中で学習した日本国憲法二十六条にある「義務教育の無償」の具現化です。現

在 64歳以下の方の教科書は無償です。それらのことは憲法を守る運動でした。かつて生

まれた所、住んでいる所や親の職業、家族構成などで、差別し不合格にした会社があり

ました。「全国統一応募用紙運動」では本人の仕事に対する能力・適正でのみ合否の判断

を求めていきました。「全国統一応募用紙運動」はすべての子どもの進路と生活を守る運

動です。この世の中に差別をする人がいれば、差別をなくす、生活を守る取りくみが必

要です。その長い歩みの中で、部落問題をはじめ女性・子ども・高齢者・障がい者・外

国人・被爆者・水俣病・ハンセン病等の問題に取り組んできました。 

これからの 10年、荒尾市、荒尾市社会人権教育推進協議会（旧荒尾市社会人権・同和

教育推進協議会）、荒尾市人権同和教育研究協議会、荒尾・玉名地区人権・同和教育推進

協議会を中心に学校教育や社会教育に取り組んでいくことが、「人権文化の花咲くまち」

に近づくことだと考えます。
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が尊重
そんちょう

されるまちづくりを目指
め ざ

して人権
じんけん

教育
きょういく

・

啓発
けいはつ

事業
じぎょう

に取
と

り組
く

んでいます。 

このたび、市民
し み ん

の皆
みな

さまの人権
じんけん

に関
かん

する考
かんが

え方
かた

などをお伺
うかが

いし、今後
こ ん ご

の人権
じんけん

問題
もんだい

の解決
かいけつ

を図
はか

るための基礎
き そ

資料
しりょう

を得
え

ることを目的
もくてき

として、「人権
じんけん

に関
かん

する市民
し み ん

意識
い し き

調査
ちょうさ

」

を実施
じ っ し

することといたしました。 

この調査
ちょうさ

は、荒尾市
あ ら お し

の住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

より無作為
む さ く い

に選
えら

ばせていただいた、20歳
さい

以上
いじょう

80歳
さい

未満
み ま ん

の男女
だんじょ

2,000人
にん

の方
かた

を対象
たいしょう

とし、無記名
む き め い

にて回答
かいとう

いただくものです。ご

記入
きにゅう

いただいた内容
ないよう

については、個人
こ じ ん

が特定
とくてい

される形
かたち

で使用
し よ う

することはありません。

また、調査
ちょうさ

目的
もくてき

以外
い が い

では使用
し よ う

いたしません。 

ご多用
た よ う

のところ恐
おそ

れ入
い

りますが、調査
ちょうさ

の趣旨
し ゅ し

をご理解
り か い

いただき、ご協 力
きょうりょく

のほどよ

ろしくお願
ねが

い申
もう

し上
あ

げます。 

 

2019（令和元
れいわがん

）年
ねん

11月
がつ

 

荒尾
あ ら お

市長
しちょう

  浅田
あ さ だ

 敏彦
としひこ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「人権
じんけん

に関
かん

する市民
し み ん

意識
い し き

調査
ちょうさ

」ご協 力
きょうりょく

のお願
ねが

い 
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調査票
ちょうさひょう

の記入
きにゅう

および返送
へんそう

についてのお願
ねが

い  

１ ご本人
ほんにん

による回答
かいとう

が困難
こんなん

な場合
ば あ い

は、ご家族
か ぞ く

や代理
だ い り

の方
かた

が記入
きにゅう

してください。 

２ ご記入
きにゅう

の際
さい

には、濃
こ

い鉛筆
えんぴつ

または黒
くろ

のボールペンを使用
し よ う

してください。 

３ 回答
かいとう

は、あてはまる項目
こうもく

を選
えら

んで、その番号
ばんごう

を○印
じるし

で囲
かこ

んでください。その他
た

の 

場合
ば あ い

は、カッコ内
ない

に具体的
ぐたいてき

な内容
ないよう

をご記入
きにゅう

ください。 

４ 記入
きにゅう

された調査票
ちょうさひょう

は、令和
れ い わ

元年
がんねん

１２月
がつ

１３日
にち

（金曜
きんよう

）までに同封
どうふう

の返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

に 

入
い

れ、ポストに入
い

れてください。切手
き っ て

は不要
ふ よ う

であり、ご住所
じゅうしょ

やお名前
な ま え

を記入
きにゅう

する必要
ひつよう

 

はありません。                             

５ この調査
ちょうさ

は、スマートフォン等
とう

からもご回答
かいとう

いただけます。   

右
みぎ

に印刷
いんさつ

している二次元
に じ げ ん

コードをスマートフォン等
とう

で読
よ

み取
と

り 

市
し

ホームページにアクセスの上
うえ

、ご回答
かいとう

ください。その際
さい

は、   

このアンケート用紙
よ う し

は返信
へんしん

する必要
ひつよう

はありません。 

（URL：https://www.city.arao.lg.jp/q/ｊform/） 

 ＜この調査
ちょうさ

に関
かん

するお問
と

い合
あ

わせ先
さき

＞     

荒尾市
あ ら お し

役所
やくしょ

 総務部
そ う む ぶ

 人権
じんけん

啓発
けいはつ

推進室
すいしんしつ

   

電
でん

 話
わ

 ０９６８－６２－１３１３／ファックス ０９６８－６３－１１９７ 

 

 

 

はじめに、ご回答
かいとう

を統計的
とうけいてき

に分析
ぶんせき

するために必要
ひつよう

ですので、あなたの性別
せいべつ

・年齢
ねんれい

・ 

お住
す

まいの地区
ち く

・職 業
しょくぎょう

についてお伺
うかが

いします。 

 （１つ選
えら

んで、○をつけてください） 

 

 

○あなたの性別
せいべつ

を教
おし

えてください（自認
じ に ん

する性
せい

をお答
こた

えください）。 

１. 女
じょ

 性
せい

     ２. 男
だん

 性
せい

     ３. そのほか 

  

○あなたの年齢
ねんれい

は何歳
なんさい

ですか 

  １. ２０歳
さい

～２９歳
さい

    ２. ３０歳
さい

～３９歳
さい

    ３. ４０歳
さい

～４９歳
さい

 

４. ５０歳
さい

～５９歳
さい

    ５. ６０歳
さい

～６９歳
さい

    ６. ７０歳
さい

～７９歳
さい

 

 

https://www.city.arao.lg.jp/q/
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○あなたのお住
す

まいの地区
ち く

(地域
ち い き

)はどちらですか。 

  １. 荒 尾
あ ら お

地 区
ち く

（旧 一
き ゅ う い っ

小 校 区
し ょ う こ う く

 ） 

  ２. 万 田
ま ん だ

地 区
ち く

（旧 二
き ゅ う に

小 校 区
し ょ う こ う く

） 

  ３. 万田
ま ん だ

中央
ちゅうおう

地区
ち く

（旧 三
き ゅ う さ ん

小 校 区
し ょ う こ う く

 ） 

  ４. 井
い

手川
で が わ

地 区
ち く

（旧 四
き ゅ う よ ん

小 校 区
し ょ う こ う く

 ） 

  ５. 中 央
ち ゅ う お う

地 区
ち く

（旧 中 央
きゅうちゅうおう

小校区
しょうこうく

） 

  ６. 緑
みどり

ケ
が

丘
おか

地区
ち く

（旧 緑
きゅうみどり

ケ
が

丘
おか

小校区
しょうこうく

） 

  ７. 平 井
ひ ら い

地 区
ち く

（旧平井
きゅうひらい

小校区
しょうこうく

） 

  ８. 府 本
ふ も と

地 区
ち く

（旧府本
きゅうふもと

小校区
しょうこうく

） 

  ９. 八 幡
や は た

地 区
ち く

（旧八幡
きゅうやはた

小校区
しょうこうく

） 

  10. 有 明
あ り あ け

地 区
ち く

（旧有明
きゅうありあけ

小校区
しょうこうく

） 

  11. 清 里
き よ ざ と

地 区
ち く

（旧清里
きゅうきよざと

小校区
しょうこうく

） 

12. 桜
さくら

山 地 区
や ま ち く

（旧 桜 山
きゅうさくらやま

小校区
しょうこうく

） 

 

 ○あなたのおもな職 業
しょくぎょう

をお答
こた

えください。 

  １. 自営業
じえいぎょう

・経営者
けいえいしゃ

（農林
のうりん

水産業
すいさんぎょう

、個人
こ じ ん

事業
じぎょう

主
ぬし

と家族
か ぞ く

従 業 員
じゅうぎょういん

、会社
かいしゃ

経営者
けいえいしゃ

等
とう

） 

  ２. 会
かい

社員
しゃいん

・各種
かくしゅ

団体
だんたい

職員
しょくいん

（商店
しょうてん

、医療
いりょう

機関
き か ん

、理
り

美容室
びようしつ

等
とう

含
ふく

む） 

  ３. 非正規
ひ せ い き

の会社員
かいしゃいん

・従 業 員
じゅうぎょういん

（パート、アルバイト、派遣
は け ん

、内職
ないしょく

含
ふく

む） 

  ４. 公務員
こうむいん

・教 職 員
きょうしょくいん

（臨時
り ん じ

、非常勤
ひじょうきん

、嘱託
しょくたく

職員
しょくいん

等
とう

含
ふく

む） 

  ５. 家事
か じ

従事者
じゅうじしゃ

・無職
むしょく

 

６. 学生
がくせい

 

  ７. その他
た
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１ 人権
じんけん

全般
ぜんぱん

について 

 

問
とい

１ 人
ひと

は「生
う

まれや職 業
しょくぎょう

によって差別
さ べ つ

してはならない」と憲法
けんぽう

にも定
さだ

められていますが、 

あなたは世間
せ け ん

一般
いっぱん

でこのことが守
まも

られていると思
おも

いますか。 

（１つ選
えら

んで、○をつけてください） 

 

１．完全
かんぜん

に守
まも

られている                                

２．かなり守
まも

られている                                                                

３．あまり守
まも

られていない                                                          

４．全
まった

く守
まも

られていない                                                   

５．わからない 

 

 

問
とい

２ あなたは成人
せいじん

以降
い こ う

、あなたや周
まわ

りの方
かた

（家族
か ぞ く

や友人
ゆうじん

等
とう

）で、人権
じんけん

が侵害
しんがい

されたと思
おも

っ 

   たことがありますか。 

（１つ選
えら

んで、○をつけてください） 

 

 

１．ある ➡ 問
とい

３・問
とい

４へ                                                               

２．ない ➡ 問
とい

４へ 
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問
とい

３ 「問
とい

２」で、「ある」と答
こた

えた方
かた

にお尋
たず

ねします。それは、どのような場合
ば あ い

か、差
さ

し 

支
つか

えなければ次
つぎ

の中
なか

から、選
えら

んでください。  

    （あてはまるものすべてに〇をつけてください） 

 

１．あらぬ噂
うわさ

や悪口
わるぐち

、かげ口
ぐち

などで名誉
め い よ

や信用
しんよう

が傷
きず

つけられた 

２．人種
じんしゅ

・信条
しんじょう

・性別
せいべつ

・社会的
しゃかいてき

身分
み ぶ ん

等
とう

により、不公平
ふこうへい

な取
と

り扱
あつか

いをされた                                                    

３．プライバシーの侵害
しんがい

                                                                                                                

４．学校
がっこう

、職場
しょくば

、地域
ち い き

などでのいじめやなかまはずれ                                                                                   

５．家庭
か て い

での暴力
ぼうりょく

や虐待
ぎゃくたい

※                                                                                                                    

６．セクシャル・ハラスメント（性的
せいてき

いやがらせ）                                  

７．ストーカー行為
こ う い

                                                                                     

８．公務員
こうむいん

に不当
ふ と う

な扱
あつか

いを受
う

けた                                                                                                        

９．社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

で不当
ふ と う

な扱
あつか

いを受
う

けた                                                                               

10．その他
た

（                            ） 

 

※「虐待
ぎゃくたい

」には、心理的
しんりてき

虐待
ぎゃくたい

・性的
せいてき

虐待
ぎゃくたい

・身体的
しんたいてき

虐待
ぎゃくたい

・育児
い く じ

放棄
ほ う き

（ネグレクト）など

があります。 
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問
とい

４ 「問
とい

２」で、「ある」と答
こた

えた方
かた

はどのように対応
たいおう

しましたか。また、「ない」と答
こた

 

えた方
かた

は、今後
こ ん ご

、自分
じ ぶ ん

の人権
じんけん

が侵害
しんがい

された場合
ば あ い

、どのように対応
たいおう

しますか。 

（あてはまるものすべてに〇をつけてください） 

 

１．自分
じ ぶ ん

で直接
ちょくせつ

抗議
こ う ぎ

した（または抗議
こ う ぎ

する）                                                      

２．家族
か ぞ く

、親戚
しんせき

に相談
そうだん

した（または相談
そうだん

する）                                              

３．友人
ゆうじん

、同僚
どうりょう

、上司
じょうし

に相談
そうだん

した（または相談
そうだん

する）                                               

４．市
し

などの行政
ぎょうせい

の各種
かくしゅ

相談
そうだん

窓口
まどぐち

に相談
そうだん

した（または相談
そうだん

する）                                    

５．法務局
ほうむきょく

、人権
じんけん

擁護
よ う ご

委員
い い ん

に相談
そうだん

した（または相談
そうだん

する）                                            

６．警察
けいさつ

に相談
そうだん

した（または相談
そうだん

する）                                         

７．弁護士
べ ん ご し

に相談
そうだん

した（または相談
そうだん

する）                                                                                                          

８．民間
みんかん

の相談
そうだん

機関
き か ん

や人権
じんけん

団体
だんたい

に相談
そうだん

した（または相談
そうだん

する）                                       

９．何
なに

もしなかった（またはしない）                                        

10．その他
た

（                            ） 
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問
とい

５ ２０１６（平成
へいせい

２８）年
ねん

に、「部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

推進法
すいしんほう

」「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」「ヘイ

トスピーチ※解消法
かいしょうほう

」の３つの人権
じんけん

に関
かん

する法律
ほうりつ

が施行
し こ う

されました。あなたは、こ

のことについて知
し

っていますか。（あてはまるものすべてに〇をつけてください） 

 

１．「部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

推進法
すいしんほう

」ができたことを知
し

っている                                      

２．「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」ができたことを知
し

っている                                         

３．「ヘイトスピーチ※解消法
かいしょうほう

」ができたことを知
し

っている                                            

４．人権
じんけん

に関
かん

する法律
ほうりつ

ができたことを知
し

らない 

 

※「ヘイトスピーチ」とは、特定
とくてい

の国
くに

の出身者
しゅっしんしゃ

であることを理由
り ゆ う

に、憎悪
ぞ う お

表現
ひょうげん

を用
もち

い

て、日本
に ほ ん

社会
しゃかい

から追
お

い出
だ

そうとしたりするなどの差別的
さべつてき

な言動
げんどう

をすることです。 

 

 

 

問
とい

６ 荒尾市
あ ら お し

では、１９９５(平成
へいせい

７)年
ねん

に、「荒尾市
あ ら お し

部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

をなくす等
とう

人権
じんけん

を守
まも

る条例
じょうれい

」

を施行
し こ う

していますが、あなたは、このことについて知
し

っていますか。 

（１つ選
えら

んで、○をつけてください） 

 

１．内容
ないよう

を含
ふく

め知
し

っている 

２．条例名
じょうれいめい

だけ知
し

っている     

３．知
し

らない 
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問
とい

７ 日本
に ほ ん

における人権
じんけん

課題
か だ い

について、あなたの関心
かんしん

があるものはどれですか。 

（あてはまるものすべてに〇をつけてください） 

 

１．女性
じょせい

の人権
じんけん

                  ２．子
こ

どもの人権
じんけん

                                                                       

３．高齢者
こうれいしゃ

の人権
じんけん

                 ４．障
しょう

がい者
しゃ

の人権
じんけん

                                                                   

５．部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

による人権
じんけん

侵害
しんがい

            ６．外国人
がいこくじん

の人権
じんけん

                                                                      

７．水俣病
みなまたびょう

をめぐる人権
じんけん

              ８．ハンセン病
びょう

回復者
かいふくしゃ

等
とう

の人権
じんけん

                                                             

９．ＨＩＶ感染症
かんせんしょう

・難病
なんびょう

等
とう

をめぐる人権
じんけん

      10．犯罪
はんざい

被害者
ひがいしゃ

等
とう

の人権
じんけん

                                                               

11．拉致
ら ち

問題
もんだい

その他
た

北朝鮮
きたちょうせん

当局
とうきょく

による人権
じんけん

侵害
しんがい

                                              

12．インターネットによる人権
じんけん

侵害
しんがい

                                                         

13．ＬＧＢＴ※などの性的
せいてき

少数者
しょうすうしゃ

に関
かん

する人権
じんけん

問題
もんだい

                                               

14．その他
た

（                            ）                                                          

15．特
とく

にない                                                  

 

※「ＬＧＢＴ」とは、レズビアン(女性
じょせい

同姓
どうせい

愛者
あいしゃ

)、ゲイ(男性
だんせい

同性愛者
どうせいあいしゃ

)、バイセクシュアル

(両性愛者
りょうせいあいしゃ

）、トランスジェンダー(出 生
しゅっしょう

時
じ

に診断
しんだん

された性
せい

と自認
じ に ん

する性
せい

の不一致
ふ い っ ち

)の頭文字
かしらもじ

 

をとり、セクシュアル・マイノリティー(性的
せいてき

少数者
しょうすうしゃ

）の一部
い ち ぶ

の人々
ひとびと

を指
さ

した総称
そうしょう

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kotobank.jp/word/%E3%83%AC%E3%82%BA%E3%83%93%E3%82%A2%E3%83%B3-661633
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B2%E3%82%A4-58538
https://kotobank.jp/word/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC-585567
https://kotobank.jp/word/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC-633043
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２ 女性
じょせい

の人権
じんけん

について 

 

問
とい

８ あなたは、女性
じょせい

に関
かん

して、どのような人権
じんけん

問題
もんだい

が起
お

きていると思
おも

いますか。 

（あてはまるものすべてに〇をつけてください） 

 

１．男女
だんじょ

の固定的
こていてき

な役割
やくわり

分担
ぶんたん

意識
い し き

（男
おとこ

は仕事
し ご と

、女
おんな

は家庭
か て い

という考
かんが

え等
とう

）に基
もと

づく差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

い                                                                                   

２．職場
しょくば

における差別
さ べ つ

待遇
たいぐう

                                 

（女性
じょせい

が管理
か ん り

職
しょく

になりにくい、マタニティ・ハラスメント※等
とう

）                                                                                          

３．セクシュアル・ハラスメント（性的
せいてき

いやがらせ）                                         

４．ドメスティック・バイオレンス（配偶者
はいぐうしゃ

やパートナーからの暴力
ぼうりょく

）                                                                

５．売春
ばいしゅん

・買
かい

春
しゅん

                                                                        

６．「婦人
ふ じ ん

」、「未亡人
みぼうじん

」、「家内
か な い

」などのように女性
じょせい

に用
もち

いられる言葉
こ と ば

が使
つか

われること                                                                                   

７．その他
た

（                            ）                                                         

８．わからない                                                

 

※「マタニティ・ハラスメント」とは、妊娠
にんしん

や出産
しゅっさん

などを理由
り ゆ う

に、精神的
せいしんてき

ないやがらせ

を受
う

けたり、不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いを受
う

けることです。 
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３ 子
こ

どもの人権
じんけん

について 

 

問
とい

９ あなたは、子
こ

どもに関
かん

して、どのような人権
じんけん

問題
もんだい

が起
お

きていると思
おも

いますか。 

（あてはまるものすべてに〇をつけてください） 

 

１．いじめが起
お

きていること                                                               

２．体罰
たいばつ

を受
う

けること                                                                

３．虐待
ぎゃくたい

※（Ｐ２参照
さんしょう

）を受
う

けること                                                               

４．貧困
ひんこん

のため食事
しょくじ

ができない子
こ

どもがいること                                                

５．いじめ、体罰
たいばつ

や虐待
ぎゃくたい

※（Ｐ２参照
さんしょう

）を見
み

て見
み

ぬふりをすること                                             

６．進学
しんがく

や就 職
しゅうしょく

の際
さい

に、大人
お と な

が子
こ

どもの意思
い し

を軽視
け い し

または無視
む し

すること                                                  

７．児童
じ ど う

買
かい

春
しゅん

・児童
じ ど う

ポルノ等
とう

の対象
たいしょう

とされること                                           

８．その他
た

（                            ）                                                         

９．わからない 
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４ 高齢者
こうれいしゃ

の人権
じんけん

について 

 

問
とい

１０ あなたは、高齢者
こうれいしゃ

に関
かん

して、どのような人権
じんけん

問題
もんだい

が起
お

きていると思
おも

いますか。 

（あてはまるものすべてに〇をつけてください） 

 

１．就 職
しゅうしょく

・職場
しょくば

で不利
ふ り

な扱
あつか

いを受
う

けること                                                     

２．差別的
さべつてき

な言動
げんどう

をされること                                                                           

３．悪徳
あくとく

商法
しょうほう

・特殊
とくしゅ

詐欺
さ ぎ

の被害
ひ が い

が多
おお

いこと                                                         

４．アパート等
とう

への入居
にゅうきょ

を拒否
き ょ ひ

されること                                                    

５．家
か

庭内
ていない

での看護
か ん ご

や介護
か い ご

においていやがらせや虐待
ぎゃくたい

※（Ｐ２参照
さんしょう

）を受
う

けること                                                 

６．病院
びょういん

や福祉
ふ く し

施設
し せ つ

において劣悪
れつあく

な処遇
しょぐう

や虐待
ぎゃくたい

※（Ｐ２参照
さんしょう

）を受
う

けること                                           

７．高齢者
こうれいしゃ

がじゃまもの扱
あつか

いされ、つまはじきにされること                                    

８．高齢者
こうれいしゃ

の意見
い け ん

や行動
こうどう

が尊重
そんちょう

されないこと                                            

９．その他
た

（                            ）                                                             

10．わからない 
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５ 障
しょう

がい者
しゃ

の人権
じんけん

について 

 

問
とい

１１ あなたは、障
しょう

がい者
しゃ

に関
かん

し、どのような人権
じんけん

問題
もんだい

が起
お

きていると思
おも

いますか。 

（あてはまるものすべてに〇をつけてください） 

 

１．職場
しょくば

、学校
がっこう

等
とう

でいやがらせやいじめを受
う

けること                                             

２．結婚
けっこん

問題
もんだい

で周囲
しゅうい

の反対
はんたい

を受
う

けること                                                      

３．就 職
しゅうしょく

・職場
しょくば

で不利
ふ り

な扱
あつか

いを受
う

けること                                                     

４．差別的
さべつてき

な言動
げんどう

をされること                                                           

５．悪徳
あくとく

商法
しょうほう

・特殊
とくしゅ

詐欺
さ ぎ

の被害
ひ が い

が多
おお

いこと                                                          

６．アパート等
とう

への入居
にゅうきょ

を拒否
き ょ ひ

されること                                                      

７．宿泊
しゅくはく

施設
し せ つ

、店舗
て ん ぽ

等
とう

への入店
にゅうてん

や施設
し せ つ

利用
り よ う

を拒否
き ょ ひ

されること                                           

８．スポーツ・文化
ぶ ん か

活動
かつどう

・地域
ち い き

活動
かつどう

に気軽
き が る

に参加
さ ん か

できないこと                                        

９．じろじろ見
み

られたり、避
さ

けられたりすること                                                  

10．家
か

庭内
ていない

での看護
か ん ご

や介護
か い ご

においていやがらせや虐待
ぎゃくたい

※（Ｐ２参照
さんしょう

）を受
う

けること                                              

11．病院
びょういん

や福祉
ふ く し

施設
し せ つ

において劣悪
れつあく

な処遇
しょぐう

や虐待
ぎゃくたい

※（Ｐ２参照
さんしょう

）を受
う

けること                                        

12．障
しょう

がいに対
たい

する人々
ひとびと

の理解
り か い

が足
た

りないこと                                                  

13．その他
た

（                            ）                                                           

14．わからない 
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６ 部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

について 

 

問
とい

１２ あなたが、部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

について、初
はじ

めて知
し

ったのはいつ頃
ごろ

ですか。 

（１つ選
えら

んで、○をつけてください） 

 

１．小学校
しょうがっこう

時代
じ だ い

           ２．中学校
ちゅうがっこう

時代
じ だ い

 

３．高校
こうこう

以上
いじょう

の学校
がっこう

時代
じ だ い

        ４．社会
しゃかい

に出
で

てから 

５．わからない            ６．知
し

らなかった 

 

 

問
とい

１３ あなたが、部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

について、初
はじ

めて知
し

ったきっかけは、誰
だれ

から（何
なに

から）です

か。（１つ選
えら

んで、○をつけてください） 

 

１．祖父母
そ ふ ぼ

        ２．父母
ふ ぼ

        ３．兄弟
きょうだい

姉妹
し ま い

 

４．親戚
しんせき

の人
ひと

       ５．近所
きんじょ

の人
ひと

      ６．職場
しょくば

の人
ひと

 

７．学校
がっこう

の先生
せんせい

      ８．友
とも

だち       ９．人権
じんけん

に関
かん

する講演会
こうえんかい

や研修会
けんしゅうかい

 

10．テレビ・新聞
しんぶん

・本
ほん

・広報誌
こうほうし

・インターネット   11．はっきりしない 

12．知
し

らなかった 

13．その他
た

（                            ） 
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問
とい

１４ 被
ひ

差別
さ べ つ

部落
ぶ ら く

の人
ひと

に対
たい

して、教育
きょういく

・職 業
しょくぎょう

・結婚
けっこん

について現在
げんざい

も悪質
あくしつ

な差別
さ べ つ

事象
じしょう

、 

事件
じ け ん

などがあると思
おも

いますか。（１つ選
えら

んで、○をつけてください） 

 

１．あると思
おも

う      ２．ないと思
おも

う      ３．わからない   

 

 

問
とい

１５ もし、あなたのお子
こ

さんの結婚
けっこん

しようとする相手
あ い て

が、被
ひ

差別
さ べ つ

部落
ぶ ら く

の人
ひと

であるとわ 

かった場合
ば あ い

、あなたはどうしますか。（１つ選
えら

んで、○をつけてください） 

 

１．賛成
さんせい

する 

２．反対
はんたい

する 

３．その他
た

（                            ） 

４．わからない 

 

 

問
とい

１６ もし、あなたの結婚
けっこん

しようとする相手
あ い て

が、被
ひ

差別
さ べ つ

部落
ぶ ら く

の人
ひと

であるとわかった場合
ば あ い

、

あなたはどうしますか。（１つ選
えら

んで、○をつけてください） 

 

１．気
き

にせず結婚
けっこん

する 

２．家族
か ぞ く

や親類
しんるい

から反対
はんたい

されても結婚
けっこん

する 

３．家族
か ぞ く

や親類
しんるい

の反対
はんたい

があれば結婚
けっこん

しない 

４．結婚
けっこん

しない 

５．その他
た

（                            ） 

６．わからない 
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問
とい

１７ あなたは、最近
さいきん

（ここ５年
ねん

ぐらいの間
あいだ

に）日常
にちじょう

生活
せいかつ

の中
なか

で、部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

に関
かん

する

差別的
さべつてき

な発言
はつげん

や行動
こうどう

を直接
ちょくせつ

見聞
み き

きしたことはありますか。（マスコミ等
とう

を介
かい

して

間接的
かんせつてき

に見聞
み き

きした場合
ば あ い

を除
のぞ

く。） （１つ選
えら

んで、○をつけてください） 

 

１．ある ➡ 問
とい

１８へ          ２．ない ➡ 問
とい

１９へ 

 

 

問
とい

１８ 「問
とい

１７」で、「１．ある」と答
こた

えた方
かた

だけにお聞
き

きします。日常
にちじょう

生活
せいかつ

の中
なか

で

差別的
さべつてき

な発言
はつげん

や行動
こうどう

を見聞
み き

きしたとき、あなたはどうしましたか。 

      （１つ選
えら

んで、○をつけてください） 

 

１．差別
さ べ つ

であると指摘
し て き

した 

２．差別
さ べ つ

であると気
き

づいたが、誤
あやま

りを指摘
し て き

できなかった 

３．その時
とき

は差別
さ べ つ

と気
き

づかなかった 

４．何
なに

もしていない 

５．その他
た

（                            ） 

６．わからない 
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問
とい

１９ 部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

の解決
かいけつ

のためにどうしたらよいと思
おも

いますか。あなたの考
かんが

えに近
ちか

いもの 

を選
えら

んでください。（あてはまるものすべてに〇をつけてください） 

 

１．部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

について、行政
ぎょうせい

が正
ただ

しい理解
り か い

を深
ふか

めるよう啓発
けいはつ

活動
かつどう

を推進
すいしん

する 

２．学校
がっこう

や地域
ち い き

における人権
じんけん

教育
きょういく

を推進
すいしん

する 

３．企業
きぎょう

（事業所
じぎょうしょ

）が積極的
せっきょくてき

に研修
けんしゅう

などを行
おこな

う 

４．被
ひ

差別
さ べ つ

部落
ぶ ら く

内外
ないがい

の人
ひと

がともに理解
り か い

を深
ふか

め、相互
そ う ご

に積極的
せっきょくてき

に交流
こうりゅう

する 

５．部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

を口実
こうじつ

として高額
こうがく

な書籍
しょせき

等
とう

を押
お

し売
う

りする行為
こ う い

を排除
はいじょ

する 

６．部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

のことなど口
くち

に出
だ

さず、そっとしておけば自然
し ぜ ん

になくなる 

７．自分
じ ぶ ん

は差別
さ べ つ

をしないので、部落
ぶ ら く

問題
もんだい

に関心
かんしん

がない 

８．その他
た

（                            ） 

９．わからない 
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７ 外国人
がいこくじん

の人権
じんけん

について 

 

問
とい

２０ あなたは、日本
に ほ ん

に居住
きょじゅう

している外国人
がいこくじん

に関
かん

し、どのような人権
じんけん

問題
もんだい

が起
お

きてい

ると思
おも

いますか。（あてはまるものすべてに〇をつけてください） 

 

１．職場
しょくば

、学校
がっこう

等
とう

でいやがらせやいじめを受
う

けていること                                             

２．結婚
けっこん

問題
もんだい

で周囲
しゅうい

の反対
はんたい

を受
う

けること                                                      

３．就 職
しゅうしょく

・職場
しょくば

で不利
ふ り

な扱
あつか

いを受
う

けること                                                     

４．ヘイトスピーチ※（Ｐ４参照
さんしょう

）を伴
ともな

うデモや街宣
がいせん

活動
かつどう

等
とう

が行
おこな

われていること                                      

５．アパート等
とう

への入居
にゅうきょ

を拒否
き ょ ひ

されること                                                       

６．宿泊
しゅくはく

施設
し せ つ

、店舗
て ん ぽ

等
とう

への入店
にゅうてん

や施設
し せ つ

利用
り よ う

を拒否
き ょ ひ

されること                                          

７．風習
ふうしゅう

や生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

の違
ちが

いが受
う

け入
い

れられないこと                                            

８．じろじろ見
み

られたり、避
さ

けられたりすること                                                     

９．その他
た

（                            ）                                                             

10．わからない  
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８ 水俣病
みなまたびょう

をめぐる人権
じんけん

について 

 

問
とい

２１ あなたは、水俣病
みなまたびょう

に関
かん

し、どのような人権
じんけん

問題
もんだい

が起
お

きていると思
おも

いますか。 

（あてはまるものすべてに〇をつけてください） 

 

１．職場
しょくば

、学校
がっこう

等
とう

でいやがらせやいじめを受
う

けること                                                

２．結婚
けっこん

問題
もんだい

で周囲
しゅうい

の反対
はんたい

を受
う

けること                                                     

３．就 職
しゅうしょく

・職場
しょくば

で不利
ふ り

な扱
あつか

いを受
う

けること                                                     

４．差別的
さべつてき

な言動
げんどう

をされること                                                       

５．その他
た

（                            ）                                                         

６．わからない 
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９ ハンセン病
びょう

回復者
かいふくしゃ

等
とう

の人権
じんけん

について 

 

問
とい

２２ あなたは、ハンセン病
びょう

回復者
かいふくしゃ

等
とう

やその家族
か ぞ く

に関
かん

し、どのような人権
じんけん

問題
もんだい

が起
お

き

ていると思
おも

いますか。（あてはまるものすべてに〇をつけてください） 

 

１．職場
しょくば

、学校
がっこう

等
とう

でいやがらせやいじめを受
う

けていること                                         

２．結婚
けっこん

問題
もんだい

で周囲
しゅうい

の反対
はんたい

を受
う

けること                                                        

３．就 職
しゅうしょく

・職場
しょくば

で不利
ふ り

な扱
あつか

いを受
う

けること                                                      

４．治療
ちりょう

や入院
にゅういん

を断
ことわ

られること                                                             

５．ハンセン病
びょう

療養所
りょうようじょ

以外
い が い

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を営
いとな

むのが困難
こんなん

なこと                                     

６．差別的
さべつてき

な言動
げんどう

をされること                                                           

７．アパート等
とう

への入居
にゅうきょ

を拒否
き ょ ひ

されること                                                         

８．宿泊
しゅくはく

施設
し せ つ

、店舗
て ん ぽ

等
とう

への入店
にゅうてん

や施設
し せ つ

利用
り よ う

を拒否
き ょ ひ

されること                                            

９．じろじろ見
み

られたり、避
さ

けられたりすること                                                    

10．その他
た

（                            ）                                                              

11．わからない 
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１０ ＨＩＶ感染症
かんせんしょう

・難病
なんびょう

等
とう

をめぐる人権
じんけん

について 

 

問
とい

２３ あなたは、ＨＩＶ感染者
かんせんしゃ

及
およ

び難病
なんびょう

患者
かんじゃ

やその家族
か ぞ く

に関
かん

し、どのような人権
じんけん

問題
もんだい

が 

起
お

きていると思
おも

いますか。（あてはまるものすべてに〇をつけてください） 

 

１．結婚
けっこん

問題
もんだい

で周囲
しゅうい

の反対
はんたい

を受
う

けること                                                       

２．就 職
しゅうしょく

・職場
しょくば

で不利
ふ り

な扱
あつか

いを受
う

けること                                                      

３．治療
ちりょう

や入院
にゅういん

を断
ことわ

られること                                                            

４．職場
しょくば

の血液
けつえき

検査
け ん さ

等
とう

において、無断
む だ ん

でエイズ検査
け ん さ

をされること                                       

５．差別的
さべつてき

な言動
げんどう

をされること                                                             

６．アパート等
とう

への入居
にゅうきょ

を拒否
き ょ ひ

されること                                                         

７．宿泊
しゅくはく

施設
し せ つ

、店舗
て ん ぽ

等
とう

への入店
にゅうてん

や施設
し せ つ

利用
り よ う

を拒否
き ょ ひ

されること                                                   

８．その他
た

（                            ）                                                          

９．わからない 
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１１ 犯罪
はんざい

被害者
ひがいしゃ

等
とう

の人権
じんけん

について 

 

問
とい

２４ あなたは、犯罪
はんざい

被害者
ひがいしゃ

やその家族
か ぞ く

に関
かん

し、どのような人権
じんけん

問題
もんだい

が起
お

きていると思
おも

いますか。（あてはまるものすべてに〇をつけてください） 

 

１．犯罪
はんざい

行為
こ う い

による精神的
せいしんてき

なショックのため、日常
にちじょう

生活
せいかつ

に支障
ししょう

をきたすようになること                             

２．犯罪
はんざい

行為
こ う い

によって経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

を受
う

けること                                                     

３．事件
じ け ん

のことに関
かん

して、周囲
しゅうい

にうわさ話
ばなし

をされること                                             

４．警察
けいさつ

に相談
そうだん

しても期待
き た い

どおりの結果
け っ か

が得
え

られないこと                                         

５．捜査
そ う さ

や刑事
け い じ

裁判
さいばん

において精神的
せいしんてき

負担
ふ た ん

を受
う

けていること                                         

６．刑事
け い じ

裁判
さいばん

手続
て つ づ

きに必
かなら

ずしも被害者
ひがいしゃ

の声
こえ

が十分
じゅうぶん

反映
はんえい

されないこと                                      

７．報道
ほうどう

によってプライバシーに関
かん

することが公表
こうひょう

されたり、取材
しゅざい

によって私生活
しせいかつ

の平穏
へいおん

   

  が保
たも

てなくなること                                                                       

８．その他
た

（                            ）                                                               

９．わからない 
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１２ 拉致
ら ち

問題
もんだい

その他
た

北朝鮮
きたちょうせん

当局
とうきょく

による人権
じんけん

侵害
しんがい

について 

 

問
とい

２５ あなたは、北朝鮮
きたちょうせん

当局
とうきょく

によって拉致
ら ち

されたその家族
か ぞ く

に関
かん

し、どのような人権
じんけん

 

問題
もんだい

が起
お

きていると思
おも

いますか。（あてはまるものすべてに〇をつけてください） 

 

１．身体
しんたい

や居住
きょじゅう

移転
い て ん

の自由
じ ゆ う

が奪
うば

われ、帰国
き こ く

できないこと                          

２．被害者
ひがいしゃ

とその家族
か ぞ く

が、一緒
いっしょ

に生活
せいかつ

するという当然
とうぜん

の権利
け ん り

を奪
うば

われていること                                          

３．被害者
ひがいしゃ

の家族
か ぞ く

が、被害者
ひがいしゃ

に関
かん

する情報
じょうほう

を全
まった

く得
え

ることができないこと                                                

４．被害者
ひがいしゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

が、差別的
さべつてき

な言動
げんどう

をされること                         

５．報道
ほうどう

によってプライバシーに関
かん

することが公表
こうひょう

されたり、取材
しゅざい

によって私生活
しせいかつ

の平穏
へいおん

 

  が保
たも

てなくなること                              

６．拉致
ら ち

問題
もんだい

に関
かん

する国民
こくみん

の理解
り か い

が足
た

りないこと                       

７．その他
た

（                            ）                                    

８．わからない 
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 １３ インターネットによる人権
じんけん

侵害
しんがい

について 

 

問
とい

２６ あなたは、インターネットによる人権
じんけん

侵害
しんがい

に関
かん

し、どのような人権
じんけん

問題
もんだい

が起
お

き

ていると思
おも

いますか。（あてはまるものすべてに〇をつけてください） 

 

１．他人
た に ん

を誹謗
ひ ぼ う

中 傷
ちゅうしょう

する情報
じょうほう

が掲載
けいさい

されること                                  

２．他人
た に ん

に差別
さ べ つ

をしようとする気持
き も

ちを起
お

こさせたり、それを助長
じょちょう

するような情報
じょうほう

が 

掲載
けいさい

されること                                                     

３．出会
で あ

い系
けい

サイトやＳＮＳ※などによる交流
こうりゅう

が犯罪
はんざい

を誘発
ゆうはつ

する場
ば

となっていること                                                          

４．捜査
そ う さ

の対象
たいしょう

となっている未成年者
みせいねんしゃ

の実名
じつめい

や顔
かお

写真
じゃしん

が掲載
けいさい

されること                                                 

５．リベンジポルノ※の問題
もんだい

や、わいせつな画像
が ぞ う

・残虐
ざんぎゃく

な画像
が ぞ う

が掲載
けいさい

されていること                                                         

６．プライバシーに関
かん

する情報
じょうほう

が掲載
けいさい

されていること                              

７．その他
た

（                            ）                                                  

８．わからない 

 

                                          

※「ＳＮＳ（social networking service の省 略
しょうりゃく

）」とは、インターネット上
じょう

で参加者
さんかしゃ

 

が互
たが

いに社会的
しゃかいてき

な繋
つな

がりを維持
い じ

・促進
そくしん

するコミュニティ型
がた

ウェブサービスの略
りゃく

です。                                                          

 

 

※「リベンジポルノ」とは、元交際
もとこうさい

相手
あ い て

などの性的
せいてき

な画像
が ぞ う

等
とう

を、相手
あ い て

の同意
ど う い

を得
え

ること

なく、インターネットの掲示板
けいじばん

などに公表
こうひょう

することです。 
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１４ ＬＧＢＴ※（Ｐ５参照
さんしょう

）などの性的
せいてき

少数者
しょうすうしゃ

に関
かん

する人権
じんけん

問題
もんだい

について 

 

問
とい

２７ あなたは、ＬＧＢＴ※（Ｐ５参照
さんしょう

）など性的
せいてき

少数者
しょうすうしゃ

に関
かん

し、どのような人権
じんけん

問題
もんだい

 

が起
お

きていると思
おも

いますか。（あてはまるものすべてに〇をつけてください） 

 

１．職場
しょくば

、学校
がっこう

等
とう

でいやがらせやいじめを受
う

けること                                                                                                

２．就 職
しゅうしょく

・職場
しょくば

で不利
ふ り

な扱
あつか

いを受
う

けること                                                     

３．差別的
さべつてき

な言動
げんどう

をされること                                              

４．アパート等
とう

への入居
にゅうきょ

を拒否
き ょ ひ

されること                                     

５．宿泊
しゅくはく

施設
し せ つ

、店舗
て ん ぽ

等
とう

への入店
にゅうてん

や施設
し せ つ

利用
り よ う

を拒否
き ょ ひ

されること                            

６．じろじろ見
み

られたり、避
さ

けられたりすること                          

７．その他
た

（                            ）                                         

８．わからない 

               

         

１５ 人権
じんけん

に関
かん

する啓発
けいはつ

活動
かつどう

、教育
きょういく

活動
かつどう

について 

 

問
とい

２８ 荒尾市
あ ら お し

主催
しゅさい

の「人権
じんけん

フェスティバル」に、参加
さ ん か

したことがありますか。 

（１つ選
えら

んで、○をつけてください） 

 

１．複
ふく

数回
すうかい

参加
さ ん か

した                                                                                               

２．１回
かい

参加
さ ん か

した                                                                                                      

３．参加
さ ん か

したことはないが、開催
かいさい

されているのは知
し

っている                                          

４．よく知
し

らない 
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問
とい

２９ 「問
とい

２８」で、「複
ふく

数回
すうかい

参加
さ ん か

した」「1回
かい

参加
さ ん か

した」方
かた

にお尋
たず

ねします。人権
じんけん

フェス

ティバル後
ご

に、家族
か ぞ く

や職場
しょくば

、地域
ち い き

などで人権
じんけん

について話題
わ だ い

にしたことはあります

か。 （１つ選
えら

んで、○をつけてください） 

 

１．よく話題
わ だ い

にする             ２.ときどき話題
わ だ い

にする 

３.ほとんど話題
わ だ い

にしない           ４.まったく話題
わ だ い

にしない 

 

                                                                                                                                                                 

問
とい

３０ 「問
とい

２８」で、「参加
さ ん か

したことはないが、開催
かいさい

されているのは知
し

っている」「よ

く知
し

らない」方
かた

にお尋
たず

ねします。人権
じんけん

について、家族
か ぞ く

や職場
しょくば

、地域
ち い き

などで話題
わ だ い

に

したことはありますか。（１つ選
えら

んで、○をつけてください） 

 

１．よく話題
わ だ い

にする            ２.ときどき話題
わ だ い

にする 

３.ほとんど話題
わ だ い

にしない          ４.まったく話題
わ だ い

にしない 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

問
とい

３１ あなたは、学校
がっこう

での部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

をはじめ様々
さまざま

な人権
じんけん

問題
もんだい

を解
かい

消
しょう

するための人権
じんけん

教育
きょういく

について、どのように思
おも

われていますか。 

（１つ選
えら

んで、○をつけてください） 

 

１．大切
たいせつ

だと思
おも

う                                                                                                           

２．ある程度
て い ど

大切
たいせつ

だと思
おも

う                                                                                        

３．それほど大切
たいせつ

だとは思
おも

わない                                                                                 

４．大切
たいせつ

だと思
おも

わない 
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問
とい

３２ あなたは、荒尾市
あ ら お し

社会
しゃかい

人権
じんけん

・同和
ど う わ

教育
きょういく

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

※を知
し

っていますか。 

（１つ選
えら

んで、○をつけてください） 

 

１.知
し

っている 

２.知
し

らない 

 

 

※「荒尾市
あ ら お し

社会
しゃかい

人権
じんけん

・同和
ど う わ

教育
きょういく

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

」とは、１９８２（昭和
しょうわ

５７）年
ねん

に部落
ぶ ら く

問題
もんだい

を 

はじめ様々
さまざま

な差別
さ べ つ

の現実
げんじつ

に深
ふか

く学
まな

び、その問題
もんだい

解決
かいけつ

のため人権
じんけん

教育
きょういく

の研究
けんきゅう

実践
じっせん

を推進
すいしん

する 

ことを目的
もくてき

として結成
けっせい

された団体
だんたい

で、現在
げんざい

は加盟
か め い

１１団体
だんたい

で活動
かつどう

しています。 

 同
どう

協
きょう

議会
ぎ か い

は、市民
し み ん

を対象
たいしょう

とした「人権
じんけん

、同和
ど う わ

問題
もんだい

講演会
こうえんかい

」を実施
じ っ し

して市民
し み ん

への人権
じんけん

啓発
けいはつ

 

を行
おこな

っています。中
なか

でも２００１（平成
へいせい

１３）年度
ね ん ど

から開催
かいさい

している「荒尾市
あ ら お し

人権
じんけん

フェス 

ティバル」では、実行
じっこう

委員長
いいんちょう

をはじめ各専門部
かくせんもんぶ

会員
かいいん

として、市民
し み ん

の人権
じんけん

意識
い し き

の高揚
こうよう

と「人権
じんけん

文化
ぶ ん か

のまちづくり」を推進
すいしん

する活動
かつどう

を行
おこな

っています。 

 

加盟
か め い

団体
だんたい

（順
じゅん

不同
ふ ど う

） 

荒尾市
あ ら お し

行政
ぎょうせい

協 力 会
きょうりょくかい

 荒尾市
あ ら お し

子
こ

ども会
かい

連合会
れんごうかい

 

荒尾市
あ ら お し

地区
ち く

社会
しゃかい

教育
きょういく

主事補
し ゅ じ ほ

 荒尾市
あ ら お し

ＰＴＡ連合会
れんごうかい

 

荒尾市仏
あ ら お し ぶ っ

教会
きょうかい

 荒尾市
あ ら お し

保育園
ほいくえん

保護者会
ほ ご し ゃ か い

連合会
れんごうかい

 

荒尾市
あ ら お し

民生
みんせい

委員
い い ん

児童
じ ど う

委員協
いいんきょう

議会
ぎ か い

連合会
れんごうかい

 荒尾
あ ら お

商工
しょうこう

会議所
かいぎしょ

 

荒尾市
あ ら お し

老人
ろうじん

クラブ連合会
れんごうかい

 一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

荒尾
あ ら お

青年
せいねん

会議所
かいぎしょ

 

荒尾
あ ら お

青年
せいねん

会議所
かいぎしょ

シニア会
かい
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問
とい

３３ あなたは、人権
じんけん

意識
い し き

を高
たか

めるためには、市民
し み ん

に対
たい

してどのような啓発
けいはつ

・広報
こうほう

活動
かつどう

が効果的
こうかてき

であると思
おも

いますか。 

（あてはまるものすべてに〇をつけてください） 

 

１．講演会
こうえんかい

・研修会
けんしゅうかい

                                                    

２．展示会
てんじかい

（資料
しりょう

、写真
しゃしん

等
とう

）  

３．県
けん

や市町村
しちょうそん

の広報紙
こうほうし

、ホームページ等
とう

による啓発
けいはつ

 

４．パンフレット・ポスター・チラシ等
とう

による啓発
けいはつ

                           

５．テレビ・ラジオを利用
り よ う

した啓発
けいはつ

                               

６．映画
え い が

・ビデオを利用
り よ う

した啓発
けいはつ

                               

７．新聞
しんぶん

・雑誌
ざ っ し

を利用
り よ う

した啓発
けいはつ

                                   

８．インターネット・ＳＮＳ※（Ｐ２０参照
さんしょう

）を利用
り よ う

した啓発
けいはつ

                                      

９．交通
こうつう

広告
こうこく

（電車
でんしゃ

やバス等
とう

の車内
しゃない

広告
こうこく

や駅
えき

での広告
こうこく

等
とう

）を利用
り よ う

した啓発
けいはつ

                                              

10．ワークショップ（参加者
さんかしゃ

による少人数
しょうにんずう

の討論会
とうろんかい

や参加
さ ん か

体験型
たいけんがた

の研修
けんしゅう

プログラム等
とう

） 

による啓発
けいはつ

                                                        

11．高齢者
こうれいしゃ

・障
しょう

がい者
しゃ

の疑
ぎ

似
じ

体験
たいけん

ができる行事
ぎょうじ

の開催
かいさい

                                         

12．障
しょう

がい者
しゃ

や外国人
がいこくじん

など、人権
じんけん

課題
か だ い

の当事者
とうじしゃ

から学
まな

ぶ交
こう

流会
りゅうかい

                            

13．自由
じ ゆ う

な意見
い け ん

の交換
こうかん

ができる会合
かいごう

（懇談会
こんだんかい

）の開催
かいさい

                                  

14．その他
た

（                            ）                                            

15．わからない 
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【人権
じんけん

に関
かん

する記述
きじゅつ

】 

人権
じんけん

問題
もんだい

や人権
じんけん

行政
ぎょうせい

に関
かん

して、ご意見
い け ん

・ご要望
ようぼう

などありましたら自由
じ ゆ う

にお書
か

きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問
しつもん

は以上
いじょう

です。ご多用
た よ う

のところ、ご 協 力
きょうりょく

いただきありがとうございます。 

お手数
て す う

ですが、同封
どうふう

の返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

に入
い

れて、１２月
がつ

１３日
にち

（金曜
きんよう

）までにご返送
へんそう

くだ

さい。切手
き っ て

をおはりいただく必要
ひつよう

はありません。  

 

なお、この調査
ちょうさ

は、調査
ちょうさ

目的
もくてき

以外
い が い

には使用
し よ う

しません。また、無記名
む き め い

回答
かいとう

のた

め、個人
こ じ ん

が特定
とくてい

されたり、個人
こ じ ん

情報
じょうほう

が公表
こうひょう

されたりすることは一切
いっさい

ありませ

ん。 

 

 


